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略称 内容

共通 ちば電子調達システムに共通する内容です。

利用者番号 利用者番号に関連する内容です。

申請システム 入札参加資格申請システムに関連する内容です。

入札システム 電子入札システムに関連する内容です。

情報サービス 入札情報サービスに関連する内容です。

上記のシステム区分及び質問種別はこの場所で使用しております。

入力 主に入札参加資格申請の入力内容についての説明です。

提出書類 入札参加資格申請に関する提出書類についての説明です。

添付ファイル システム添付ファイルについての説明です。

手順 各システムの方法や、ホームページの場所についての説明です。

用語 文言などについての説明です。

初期設定 パソコン環境に関する設定です。

不具合 システム利用過程に生じたエラーについての説明です。

入札情報サービス

質問種別は、以下の分類となります。

概要 基本的な概要についての説明です。

運用 規定された事項についての説明です。

電子入札システム

１．システム画面付きの詳細なFAQ
システム操作やパソコンの設定に関するFAQについてシステム画面を用いて
お答えしています。（第1部になります。）

2．一問一答式のFAQ
入札参加資格申請やシステムの事に関するFAQについて、一問一答式でお
答えしています。（第2部になります。）

システム区分は、以下の分類となります。

システム区分の名称

共通

利用者番号

入札参加資格申請システム

このマニュアルの構成

凡 例

第３編

ＦＡＱ

（第１部）

第３編

ＦＡＱ

（第２部）
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システム
区分略称

質問種別 質問項目 質問内容

1 - 1 共通 手順 ポータル
ちば電子調達システムの入り口がどこかわかりません。
（入札参加資格申請の入り口がわかりません。）

1 - 2 共通 手順 マニュアル
マニュアルはどこにありますか。また、マニュアルの種類について
教えてください。

1 - 3 共通 不具合
利用者番号とパ
スワード

利用者番号及びパスワードを何度入力しても「利用者番号・パス
ワードを確認してください。」というエラーメッセージが出てしまいま
す。

1 - 4 共通 初期設定
ポップアップブ
ロック

情報バーに「ポップアップはブロックされました。このポップアップ
または追加オプションを表示するにはここをクリックしてください。」
というメッセージが表示されます。

1 - 5 共通 初期設定
キャッシュのクリ
アー

画面が正しく表示されません。再度アクセスしてみましたが、前と
同じ画面（エラー画面等）が表示されます。

1 - 6 共通 初期設定 パソコン環境
使用しているパソコンのOS・Edge・補助アプリのバージョンの確認
方法を教えてください。

1 - 7 共通 用語 全角・半角 全角・半角の違いがわかりません。

1 - 8 申請システム 不具合 全角・半角
利用者登録の「資格審査情報検索画面」で「該当する情報が表示
されません」と表示されます。

1 - 9 共通 手順 ICカードの更新 ICカードの更新の仕方を教えてください。

質問区分
及び

質問番号

１．システム画面付きの詳細なＦＡＱ



1 - 1
質問
番号

対　処　方　法

①　 「千葉県電子自治体共同運
営協議会」のホームページを表
示させます。

ブラウザがEdgeであることを確
認してください。

アドレス
http://www.e-chiba.org/

②　「千葉県電子自治体共同運
営協議会」のホームページの中
の「ちば電子調達システム」をク
リックします。

質　問　内　容 画　面　例

　ちば電子調達システムの入り
口がどこかわかりません。
（入札参加資格申請の入り口が
わかりません。）

回　　　　　答

　「千葉県電子自治体共同運営
協議会」のホームページから、
「ちば電子調達システム」を選択
し、各システムの入り口を表示し
ます。

１．システム区分 共通
２．質問種別 手順
３．質問項目 ポータル
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③　「ちば電子調達システム」の
トップ画面が表示されます。
「システム入り口」をクリックしま
す。

アドレス
https://www.chiba-ep-
bis.supercals.jp/portalPublic/

④　システム起動の画面が表示
されます。起動したいシステムを
ここから選択します。

　この中から、「入札参加資格申
請システム」を選択します。
（枠で囲まれた部分になりま
す。）
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1 - 2

質　問　内　容 画　面　例

　入札参加資格申請のマニュア
ルはどこにありますか。

　また、マニュアルの種類につい
て教えてください。

②　トップページにある、システ
ム関連メニューの『利用規約、入
札参加資格申請マニュアル』を
クリックします。

回　　　　　答

　「ちば電子調達システム」のページ
から、利用規約、入札参加資格申
請マニュアルのリンクに進んだ先
の、｢入札参加資格申請　関連様
式」のページにあります。

　また、主なマニュアルの種類は、
「手引き」と「システム入力用マニュ
アル」と「よくある質問」の３種類にな
ります。

対　処　方　法

①　「ちば電子調達システム」の
トップ画面に行きます。

アドレス
https://www.chiba-ep-
bis.supercals.jp/portalPublic/

（トップ画面への行き方がわから
ない場合は、質問1-1をご覧くだ
さい。）

質問
番号

１．システム区分 共通
２．質問種別 手順
３．質問項目 マニュアル
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③　様式・規約一覧のページに
進むことができます。

　このページにある『入札参加資
格申請　マニュアル及び関連様
式のページ』へのリンクを押して
ください。

④　マニュアルがあるページに
進むことができました。

　このページには各種マニュア
ルのほか、入札参加資格申請で
必要になる添付ファイルなど各
種書類が掲載されています。

⑤　マニュアルはこのページの
上の方に掲載されています。
（以下はマニュアルの種類の説
明になります。）

１．第１編　入札参加資格審査
申請マニュアル（申請の手引き）

　第１編は申請の手引きになり
ます。入札参加資格審査申請を
行うときには、必ずご一読くださ
い。
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⑦　マニュアルの説明の続きに
なります。

３．第３編　よくある質問（FAQ）

　第３編は電子申請で困ったとき
のよくある質問に対する回答集
です。
（このマニュアルになります。）

　いろいろな質問に対する回答
を掲載しておりますので、困った
ときにはぜひご覧ください。

⑧　このページには上記で説明
したマニュアル以外にも以下の
項目について掲載しております。

必要な際にご利用ください。

■ちば電子調達システム　利用
前設定マニュアル
■入札参加資格承継審査申請
書ダウンロード
■利用者番号及びパスワード
再発行申請書ダウンロード
■電子入札事前準備マニュアル
及び　少額物品案件（電子入札
／入札情報）設定手順書等ダウ
ンロード

⑥　マニュアルの説明の続きに
なります。

２．第２編　入札参加資格審査
申請マニュアル（電子申請の方
法）

第２編は入札参加資格審査申
請システムのシステム操作の説
明書になります。

申請及び業種によりマニュアル
が細かく区分されておりますの
で、該当するマニュアルをご覧に
なりながら、システムの操作を
行ってください。
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1 - 3

　利用者番号またはパスワード
の入力間違いが考えられます。
　パスワードの入力を「メモ帳」
等から貼り付ける方法で入力し
ます。

※　利用者番号またはパスワー
ドを忘れられた場合には、再交
付を行ってください。方法につい
ては、「利用者番号パスワード再
交付マニュアル」を確認してくだ
さい。

対　処　方　法

①　 入札参加資格申請システム
のログイン画面を開いたまま、
「スタート」をクリックし、「アクセ
サリー」を選択します。

　今回は、例としてWindowsに標
準装備されている「メモ帳」という
ソフトウェアを利用して行ってい
ます。

（WordやExcelなどでも代用でき
ますが、「メモ帳」がより好ましい
です。）

②　 「メモ帳」をクリックします。

１．システム区分 共通
質問
番号

２．質問種別 不具合
３．質問項目 利用者番号とパスワード

質　問　内　容 画　面　例

　利用者番号及びパスワードを
何度入力しても「利用者番号・パ
スワードを確認してください。」と
いうエラーメッセージが出てしま
います。

回　　　　　答
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※ 注意
ENTERキーを押す前に入力した
文字に下線が付いている場合、
入力モードが全角入力になって
います。半角入力モード設定に
してから再度入力し直してくださ
い。

　
※ パソコンの入力モードを確認
してください。

③　開いた「メモ帳」に半角英数
字のパスワードを入力します。

ENTERキーを押す前に、入力し

た文字の下に下線が出ている

と全角入力になっています。

全角入力モード

半角入力モード
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※ パスワード欄の貼り付け方法

　パスワード欄にカーソルを持っ
ていき、右クリックし、貼り付けを
選択すると入力となる。

　

④　「メモ帳」に入力したパス
ワードをコピー（範囲指定して、
右クリックし、コピーを選択）し、
パスワード欄に貼り付けして入
力する。

※ 「利用者番号パスワード再交
付マニュアル」の確認方法

　マニュアルの確認方法につい
ては、質問番号「１－２」をご覧く
ださい。
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1 - 4

　
①　Edgeを起動します。
②　画面右上の[・・・]を左クリッ
クします。
③　メニュー下の[設定]を左ク
リックします。

対　処　方　法

④　設定メニューの[Cookieとサ
イトのアクセス許可]を左クリック
します。
⑤　表示された画面の[ポップ
アップとリダイレクト]を左クリック
します。

初期設定
ポップアップブロック

質　問　内　容

　Edgeのポップアップブロックに
より認証ができなくなっている可
能性があります。
　ポップアップブロックを無効化
してください。

　情報バーに「ポップアップがブ
ロックされました。」というメッ
セージが表示されます。
　（ポップアップを表示させること
ができません。）

回　　　　　答

画　面　例

質問
番号

１．システム区分
２．質問種別
３．質問項目

共通
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⑨　以上でポップアップ許可登
録は完了です。画面右上の「×」
ボタンを左クリックし、画面を閉じ
ます。

　

⑥　[許可]の右にある[追加]を左
クリックします。

⑦　画面の[サイト]に次の２つの
URLを入力します。

https://www.chiba-ep-
bid.supercals.jp

https://www.chiba-ep-
bis.supercals.jp

⑧入力は１アドレスずつ行い、入
力が完了したら「追加」ボタンを
左クリックします。２アドレスの登
録が必要なため、計２回実施し
てください。
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1 - 5
質問
番号

１．システム区分 共通
２．質問種別 初期設定
３．質問項目 キャッシュのクリアー

質　問　内　容 画　面　例

　画面が正しく表示されません。
再度アクセスしてみましたが、前
と同じ画面（エラー画面等）が表
示されます。

回　　　　　答

　以前に訪れた画面がキャッ
シュとしてハードディスクに残っ
ている場合があります。これをク
リア（削除）することで解決する
場合があります。

（キャッシュとは、インターネット一時ファ
イルと呼ばれるものです。画面を見ると
自動的に保存され、次に訪れたときにす
ばやく閲覧できる機能です。）

対　処　方　法

　
①　Edgeを起動します。
②　画面右上の[・・・]を左クリッ
クします。
③　メニュー下の[設定]を左ク
リックします。

④　設定メニューの[プライバ
シー、検索、サービス]を左クリッ
クします。
⑤　表示された画面の[閲覧デー
タをクリア]にある[クリアする
データを選択]ボタンを左クリック
します。
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③　時間の範囲は[すべての期
間]を選択し、[Cookieおよびその
他サイトデータ]と[キャッシュされ
た画像とファイル]のチェックボッ
クスにチェック☑をし、[今すぐク
リア]ボタンを左クリックします。
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1 - 6

質　問　内　容 画　面　例

　使用しているパソコンのOS・
Edge・補助アプリのバージョンの
確認方法を教えてください。

回　　　　　答

下記対処方法を参照ください。

対　処　方　法

 
①　お使いのパソコンのスタート
ボタンを左クリックします。
②　メニュー下の[設定]を左ク
リックします。
③　Windowsの設定画面で「シス
テム」を左クリックします。

(１)OSのバージョン確認方法

 
④　メニュー下の[バージョン情
報]を左クリックします。
⑤　OSのバージョンを確認しま
す。

質問
番号

１．システム区分 共通
２．質問種別 初期設定
３．質問項目 パソコン環境

確認します。
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(3)補助アプリのバージョン確認方法

　
①　Edgeを起動します。
②　画面右上の[・・・]を左クリッ
クします。
③　メニュー下の[設定]を左ク
リックします。

(２)Edgeのバージョン確認方法

　
④　設定メニューの[Microsoft
Edgeについて]を左クリックしま
す。
⑤　Edgeのバージョンを確認しま
す。

　
①　お使いのパソコンの画面右
下にあるシステムアイコンを表
示し、電子入札補助アプリを右ク
リックします。
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②　表示されるリストの中から
[バージョン情報表示]を左クリッ
クします。

 
③　補助アプリのバージョンを確
認します。
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1 - 7
１．システム区分 共通

質問
番号

２．質問種別 用語
３．質問項目 全角・半角

質　問　内　容 画　面　例

　全角・半角の違いが判りませ
ん。

回　　　　　答

　半角文字は、全角文字に比べ
横幅が1/2の文字です。主に数
字やアルファベット、記号、カタカ
ナ等の入力の際に指定されるこ
とが多く、平仮名や漢字の入力
は行えません。

対　処　方　法

　
①　入力している文字が全角・半
角のどちらか確認します。
②　文字を入力した際に左記の
ように入力した文字に下線が付
いている場合（ENTERキーを押
す直前）は、入力モードが全角
入力になっています。

　
③　入力モードを切り替えるに
は、画面下タスクバーに入って
いる文字入力の赤枠の部分を
左クリックします。

　これで全角と半角についての
説明は終わりです。

全角入力モード

半角入力モード
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1 - 8
質問
番号

　
②　文字入力の変換時には［全］
の(株)を選択してください。［半]
や環境依存文字は選択しないで
ください。

質　問　内　容 画　面　例

　利用者登録の「資格審査情報
検索画面」で「該当する情報が
表示されません」と表示されま
す。

回　　　　　答

対　処　方　法

　
①　商号又は名称の入力項目
は、全角入力です。（株）や（有）
等、法人格の略称を入力する
際”（）”の部分が半角になってい
ると、次の操作に移行できない、
又は情報検索がされない等の事
象が生じます。

　各システムの入力項目で全
角・半角の指定がある場合、
誤った入力モードで入力をする
と、「次ページに進まない」「情報
が検索されない」といった事象が
生じます。

１．システム区分 申請システム
２．質問種別 不具合
３．質問項目 全角・半角

×半角

×環境依存文字

全角の（株）を選択
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③　文字入力変換時に(株)の全
角が一度で変換されない場合
は、”（）”と”株”を別々に入力し
ます。全角入力モードでShift
キーを押しながらキーボード上
列の”（”を入力します。

　
④　”株”を入力した後、Shift
キーを押しながらキーボード上
列の”）”を入力します。

↑Shift ＋

＋↑Shift
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1 - 9

質　問　内　容 画　面　例

　ICカードの更新の仕方を教え
てください。

回　　　　　答

　ICカードの更新は、ポータル画
面⇒システム入り口⇒電子入札
システム　利用者登録から行い
ます。

対　処　方　法

　
①　ICカード更新ボタンをクリック
します。

　
②　OKボタンをクリックします。
（この時点で現在使用しているIC
カードをカードリーダーに挿入し
ておいてください。）

質問
番号

１．システム区分 共通
２．質問種別 手順
３．質問項目 ICカードの更新

①ICカード更新ボ

タンをクリックしま

す。
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④　現在使用しているICカードを
カードリーダから外し、新しいIC
カードを挿入して、OKボタンをク
リックします。

　
⑤　新しいICカードのPIＮ番号を
入力し、OKボタンを左クリックし
ます。

　
③　PIN番号の入力画面に遷移
します。（別機能で既にカードを
使用している場合だと、PIN番号
の入力はありません。）
※担当者欄の入力は不要です。
④　現在使用しているICカードの
PIN番号を入力し、OKボタンを左
クリックします。
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⑦　更新ボタンをクリックします。

　
⑧　更新が完了します。右上×
ボタンより終了してください。

　
⑥　電子証明書更新確認画面に
遷移します。更新内容を確認し
てください。

基本情報が表示されます

基本情報が表示されます

基本情報が表示されます

画面を下にスク
ロールしてください。
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質
問
区
分

質
問
番
号

システム
区分

質
問
種
別

質
問
項
目

質問内容 回答

2 1 共通 概要 一般 電子調達システムとは何ですか。
インターネットとパソコンを利用した電子上で公共調達を行うシステムです。
電子入札システムや資格申請システムなどで構成されます。（入札や入札参加資格申請を行う
ことができます。入札情報サービスでは、公告の閲覧なども可能です。）

2 2 共通 運用 マニュアル
マニュアルがあれば確認したいです。
また、冊子等での配布サービスは行っ
ていますか。

冊子等での配布のサービスは行っておりません。ポータルサイトからダウンロードし、必要に応じ
て印刷してください。
「ちば電子調達システム」の『ポータル画面⇒システム関連メニュー⇒マニュアル・手引き』よりダ
ウンロードいただけます。

2 3 共通 不具合 画面操作
しばらく操作しない時間があり、その後
で画面入力を行うとエラーとなりました。

30分操作を放置するとタイムアウトとなり、エラーとなります。
ブラウザを再起動してから再度入力してください。

2 4 共通 用語 画面操作
マニュアル等に出てくる『システム入口』
ボタンとは何ですか。

システム入口ボタンは、ポータル画面左上部にあり、利用頻度が一番高くなるボタンです。
このボタンから以下のシステムに入ることができます。

・入札情報サービスシステム
・電子入札システム
・ICカード登録
・入札参加資格申請システム

・システム利用申請
・利用者番号再交付申請
・パスワード再交付申請

2 5 共通 運用 利用時間
各システムの利用可能な時間帯を知り
たいです。

「ちば電子調達システム」の『ポータル画面⇒システム入口⇒利用時間』より、確認してください。
（参考）
　入札情報サービス　24時間
　それ以外のシステム　8：00から24：00まで

2 6 共通 初期設定
パソコン

環境
必要なパソコン環境を教えてください。

「ちば電子調達システム」の『ポータル画面⇒はじめにお読みください⇒■ご利用までの流れ
（１）パソコン、ソフトウェア、ネットワークの準備』から確認できます。

2 7 共通 初期設定
パソコン

環境
64bitのPC環境でシステムを利用できま
すか。

現在、当システムで対応しております。なお、ICカードの対応状況については、各認証局にお問
い合わせください。

2 8 共通 不具合
パソコン

環境

システムのURLにアクセスすると「この
Webサイトのセキュリティ証明書には問
題があります。」と表示されます。問題
ありますか。

ご使用のパソコンに、最新の証明書がダウンロードされていない可能性があります。
WindowsUpdateにて「ルート証明書の更新プログラム」をインストールしてください。
（WindowsUpdateのやり方については、マイクロソフト社にお問い合わせください。）

2 9 共通 初期設定
パソコン

環境

ちば電子調達を利用する上で必要なブ
ラウザ等の設定について教えてくださ
い。

「ちば電子調達システム」の入札参加資格審査申請様式のページ にある「ちば電子調達システ
ム利用前設定マニュアル」をダウンロードし、設定を行ってください。

2 10 共通 不具合 エラーメッセージ
「APPLET CRITICAL 01400205 10048」
が表示されます

・ポップアップブロックが影響している可能性があります。「ポップアップを許可するサイト」に登録
を実施してください。
・一時ファイルのクリア、Edge又は電子入札補助アプリのキャッシュのクリアを行うことにより解決
する場合があります。一時ファイルのクリア、Edge又は電子入札補助アプリのキャッシュをクリア
してください。

2 11 共通 不具合 パソコン環境 画面上の時計が表示されません
時計が表示されない場合、電子入札に必要となる各ソフトウェアのインストールの不具合又は補
助アプリ等の設定に不備がある可能性があります。各団体の情報部門にお問い合わせくださ
い。

2 12 共通 不具合 パソコン環境 添付ファイルが添付できません

ファイル添付時の設定変更が必要です。インターネットオプションにて設定を変更してください

下記の2つを実施していただくことにより回避されます。

１．信頼済みサイトに登録する。
２．ローカルディレクトリのパスを含める設定を有効にする。

2 13 共通 不具合 パソコン環境
「このWebサイトのセキュリティ証明書に
は、問題があります。」と表示されます

ご使用のパソコンに、最新の証明書がダウンロードされていない可能性があります。 
WindowsUpdateにて「ルート証明書の更新プログラム」をインストールしてください。

2 14 共通 不具合 画面操作
PINを入力しても「ログインに失敗しまし
た」と表示されます

入力したPIN番号が正しいかをご確認ください。
ICカードがカードリーダに正しく挿入されているかご確認ください。

2 15 共通
添付ファ

イル
パソコン環境

電子入札システム上で資料を添付でき
ない

下記の2つを実施していただくことにより回避されます。 
１．信頼済みサイトに登録する。 
２．ローカルディレクトリのパスを含める設定を有効にする。

2.一問一答式のＦＡＱ
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2 16 共通 不具合 パソコン環境 PINの入力画面が出ません
「電子入札専用ソフト」インストールしてください。
続いて、ポップアップブロックの解除設定を行い、ブラウザと補助アプリのキャッシュのクリアをし
てください。最後にパソコンを再起動してください。

2 17 共通 不具合 画面操作
電子入札システムにログインできていた
端末で、「デバイスが使用できません」と
表示された

電子入札システムの「工事」にログインした後、引き続き電子入札システムの「物品」にログイン
する、もしくは逆の操作を行うとご質問のエラーが発生します。 

なお、入札情報サービス（PPI）において、認証ありの添付ファイルをダウンロードした後に、工
事、物品の電子入札システムにログインする場合、もしくはその逆の手順でも、同様のエラーが
起こります。 
　　 
お手数ですが、ポータルを含む全てのブラウザを閉じたのち、再度ブラウザを立ち上げ、目的の
システムにログインしてください。 

2 18 共通 手順 一般

ちば電子調達システムの入り口がどこ
かわかりません。
（入札参加資格申請の入り口がわかり
ません。）

「千葉県電子自治体共同運営協議会」のホームページから、「ちば電子調達システム」を選択
し、各システムの入り口を表示します。

2 19 共通 手順 マニュアル
マニュアルはどこにありますか。
また、マニュアルの種類について教えて
ください。

下記、リンク先からダウンロードし、必要に応じて印刷してください。
http://www.e-chiba.org/chiba-chotatsu/yousiki1.html

主なマニュアルの種類は、『第１編（申請の手引き）』、『第２編（電子申請の方法）』、『第３編（よく
ある質問）』があります。

2 20 共通 初期設定 パソコン環境

情報バーに「ポップアップはブロックされ
ました。このポップアップまたは追加オ
プションを表示するにはここをクリックし
てください。」というメッセージが表示さ
れます。
　（ポップアップを表示させることができ
ません。）

Edgeのポップアップブロックにより認証ができなくなっている可能性があります。
ポップアップブロックを無効化してください。

2 21 共通 初期設定 パソコン環境

画面が正しく表示されません。
再度アクセスしてみましたが、前と同じ
画面（エラー画面等）が表示されます。

以前に訪れた画面がキャッシュとしてハードディスクに残っている場合があります。これをクリア
（削除）することで解決する場合があります。
（キャッシュとは、インターネット一時ファイルと呼ばれるものです。画面を見ると自動的に保存さ
れ、次に訪れたときにすばやく閲覧できる機能です。）

2 22 共通 初期設定 パソコン環境

使用しているパソコンのOS・Edgeの
バージョンの確認方法を教えてくださ
い。

「質問No．1‐6　共通　初期設定　パソコン環境」の項目をご参照ください。

2 23 共通 入力 一般 全角・半角の違いが判りません。
半角文字は、全角文字に比べ横幅が1/2の文字です。主に数字やアルファベット、記号、カタカ
ナ等の入力の際に指定されることが多く、平仮名や漢字の入力は行えません。

2 24 共通 手順 マニュアル
マニュアル冊子の配布サービスは行っ
ていますか。

冊子等での配布のサービスは行っておりません。

下記、リンク先からダウンロードし、必要に応じて印刷してください。
http://www.e-chiba.org/chiba-chotatsu/yousiki1.html

2 25 共通 手順 マニュアル
システム又は申請書に添付する様式は
どこにありますか。

下記、リンク先からダウンロードしてください。
http://www.e-chiba.org/chiba-chotatsu/yousiki1.html

2 26 共通 概要 一般
今後行われる入札はすべて電子入札
になりますか。

ちば電子調達システム参加団体の電子入札実施状況は、参加団体によって異なります。 引き
続き紙での入札を実施する団体もありますので、詳しくは各団体にご確認ください。

2 27 共通 初期設定 パソコン環境
電子入札補助アプリのバージョンアップ
は必須か。

ちば電子調達システムをEdgeで利用いただくには、電子入札補助アプリがVersion1.1以降である
ことが条件です。ご利用中の電子入札補助アプリがVersion1.1以降であればバージョンアップ不
要です。Version1.0であればバージョンアップが必要です。

2 28 共通 初期設定 パソコン環境
電子入札補助アプリのバージョンアップ
方法を知りたい。

千葉県電子自治体共同運営協議会ＨＰの「Edge対応設定手順のページ」から「電子入札補助ア
プリインストール手順書」を参照願います。
手順書の6項にバージョンアップ手順が記載されています。

2 29 共通 初期設定 パソコン環境 Edgeのインストール手順を知りたい。
MicrosoftのサイトよりMicrosoft Edgeのインストーラーをダウンロードし、実行してください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/edge

2 30 共通 初期設定 パソコン環境 Edgeの設定手順を知りたい。
千葉県電子自治体共同運営協議会ＨＰの「Edge対応設定手順のページ」から「ちば電子調達シ
ステム 次期ブラウザ対応 受注者様向け設定手順書」を参照願います。

2 31 共通 初期設定 パソコン環境

Edge対応を実施するために、何が必要
か。（工事業者、物品業者、少額物品業
者）

1.電子入札補助アプリのバージョンアップ（Version1.1以降であれば不要）
2.Edgeの設定
3.電子入札補助アプリへの許可URLの設定 (検証サイトの追加設定)

※詳細は千葉県電子自治体共同運営協議会ＨＰの「Edge対応設定手順のページ」から「ちば電
子調達システム 次期ブラウザ対応 受注者様向け設定手順書」を参照願います。

2 32 共通 初期設定 パソコン環境

事前検証ツールを実行すると、許可
URLリストが設定されていないとのメッ
セージが表示された。

指定のURLを手動で入力してください。

※詳細は千葉県電子自治体共同運営協議会ＨＰの「Edge対応設定手順のページ」から「ちば電
子調達システム 次期ブラウザ対応 受注者様向け設定手順書」を参照願います。

2 33 共通 初期設定 パソコン環境

Edge対応することでWindows11のパソコ
ンで電子入札システムが利用可能にな
るのか。

Edge対応と合わせ、Windows11についても利用可能となります。

2 34 共通 初期設定 検証サイト
工事、物品とも利用している場合、検証
サイトでの確認は両方とも実施すべき
か。

工事、物品のどちらかでの確認で問題ありません。ただし、念の為、両方の検証サイトでの確認
を推奨します。

2 35 共通 初期設定 検証サイト
工事、物品、小額物品を利用している
場合、検証サイトでの確認はすべて実
施すべきか。

いずれかひとつの検証サイトの確認で問題ありません。ただし、念の為、すべての検証サイトで
の確認を推奨します。
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3 1 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

今まで「千葉県電子調達システム」や
「ちば市町村電子調達システム」で使用
していたIDとパスワードは引き続き使用
できますか。

「千葉県電子調達システム」や「ちば市町村電子調達システム」で使用していたIDとパスワード
は、「ちば電子調達システム」では使用できません。
平成21年度～23年度名簿において入札参加資格をお持ちの場合、「ちば電子調達システム」で
使用可能な利用者番号 （＝ID）とパスワードのお知らせ葉書が郵送されています。電子入札シ
ステムや入札参加資格申請システム等にログインする際には、葉書に書かれた利用者番号とパ
スワードをお使いください。
（葉書を紛失された場合には、利用者番号の再交付手続を行ってください。詳細については「利
用者番号パスワード再交付マニュアル」を確認してください。）

3 2 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

初めてシステムを利用する場合に、利用者
番号の取得方法はどのようにしたらよいで
すか。

初めて「ちば電子調達システム」をご利用される方は、システム上で利用者番号の取得を行って
いただく必要があります。「ちば電子調達システム」ポータル画面左上の「はじめにお読みくださ
い」をクリックしてください。
（初めて利用される方の例は、「ちば電子調達システム」を利用されている団体の入札参加資格
者名簿に登載のない方や事業者様として初めて入札参加資格申請をなされる方になります。）

3 3 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

利用者番号は、事業者で１つになります
か。

利用者番号は、一事業者につき１つの番号となります。
入札参加資格申請は、支店ごとの申請ではなく、一事業者として申請していただきます。その際
に必要なのが利用者番号であり、業種を問わず一事業者に１つ発行する唯一の番号となりま
す。

3 4 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

今までは業種ごとにIDとパスワードが必
要でしたが、「ちば電子調達システム」
ではIDとパスワードは１つになるのです
か。

「ちば電子調達システム」では、利用者番号（＝ID）とパスワードは１つになります。
全業種共通で利用可能な利用者番号（＝ID）とパスワードになります。

3 5 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

利用者番号の取得時に、携帯電話の
メールアドレスは使用できますか。

携帯電話のメールアドレスは使用できません。ご理解願います。

3 6 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

令和4・5年度以前の入札参加資格を
持っている（持っていた）が、令和6・7年
度の当初申請（随時申請）を行うにあた
り、新たに利用者番号の取得は必要で
しょうか。

以前から、ちば電子調達システムを利用している方は、再度の利用者番号取得は必要ありませ
ん。利用者番号は、「ちば電子調達システム」を利用するための番号であり、一事業者に１つ発
行される番号です。
（※全部取消や事業承継などがあった場合はこの限りではありません。）

また、平成23年3月以前に名簿登載されていた事業者様には、平成23年3月頃に「ちば電子調達
システムに係る利用者番号・パスワードのお知らせ」を送付させていただいております。
(当時の参加団体についてはホームページをご覧ください。)
※重複した利用者番号で各種申請を行うことは出来ません。その際は、正しい利用者番号で申
請の再提出をお願いすることになります。

3 7 利用者番号 運用 利用者番号
利用者番号を重複して取得してしまっ
た。どうしたらいいですか。

利用者番号は、業種を問わず一事業者に１つ発行する唯一の番号となります。
平成23年3月頃にハガキにより利用者番号を交付されている場合は、その利用者番号を利用し
て下さい。システムで新たに取得した利用者番号は、破棄していただくようお願いいたします。
なお、重複して取得してしまった利用者番号は、システム管理者において、削除等の対応をいた
しますので、利用しないでください。
新たに取得した利用者番号で申請登録までされた場合は、取下げをしてください。

3 8 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

利用者番号の再交付方法は、何通りあ
りますか。

利用者番号及びパスワードの再交付方法は、以下の二つの方法があります。
　１．システムから行う方法
　２．「再交付申請書」をダウンロードして郵送する方法
利用者番号の交付方法は取得時の登録状況等により異なりますので注意が必要になります。
詳細については「利用者番号パスワード再交付マニュアル」を確認してください。

3 9 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

システムから利用者番号及びパスワー
ドの再交付を行いたいのですが、方法
を教えてください。

システムの「利用者番号・パスワード再交付申請」ボタンをクリックし、利用者番号の再交付なの
かパスワードの再交付なのか、再交付の対象を選択し、進めていきます。詳細については利用
者番号パスワード再交付マニュアルをご参照ください。
※担当者メールアドレスが登録されていない場合、システムからの再交付は行えません。（再交
付申請書を郵送していただくことになります。詳細は質問番号３-10をご確認ください。）

3 10 利用者番号 運用
利用者番
号とパス
ワード

システムから利用者番号の再交付がで
きません。
利用者番号・パスワードを忘れたのでシ
ステム入口から「利用者番号再交付申
請」を行いましたが、メールの返信が来
ません。

メールの返信は即時に行われるので、メールアドレスを誤って入力したか、申請者情報で担当者
情報のメールアドレスが登録されていない可能性があります。ポータルサイト画面のシステム関
連メニューの「規約・様式など」から「ちば電子調達システム「利用者番号・パスワード」再交付申
請書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、84円切手を貼付け以下送付先を記入した返信
用封筒を同封の上、送付をお願いします。

〒260-0855
千葉市中央区市場町１－１　千葉県庁南庁舎２階
千葉県電子自治体共同運営協議会（利用者番号再交付）　行き
　
※なお、申請者は本店等の申請でお願いします。（工事においては主たる営業所の代表者の申
請となります。）支店などでの申請は認めておりませんので、ご注意ください。

3 11 利用者番号 運用 利用者番号

申請を行ったが、利用者番号の2重取
得を指摘されました。
すでに郵送済みの書類（印鑑証明、納
税証明、青色申告書等）を返却してほし
いです。

原則として、一度提出された書類の返却は行っておりません。

※郵送済みの書類は、再提出いただく申請の添付書類として使用できます。

3 12 利用者番号 概要 利用者番号

利用者番号及びパスワードを何度入力
しても「利用者番号・パスワードを確認し
てください。」というエラーメッセージが出
てしまいます。

利用者番号またはパスワードの入力間違いが考えられます。
もし利用者番号またはパスワードを忘れられた場合には、再交付を行ってください。方法につい
ては、「利用者番号パスワード再交付マニュアル」を確認してください。

4 1 申請システム 概要 一般
入札参加資格審査申請の受付窓口の
共同化とは何ですか。

受付窓口の共同化は平成23年4月の「ちば電子調達システム」の運用開始とあわせて行ってい
ます。これまでの入札参加資格審査申請では、事業者の皆様は、システムを使用してまず申請
入力を行い、それぞれの団体に書類を提出していました。今回の共同化により、複数の団体へ
の申請入力が一度で完了し、書類の送付も原則、千葉市内の「共同受付窓口」に一括送付とな
ります。

4 2 申請システム 運用 ICカード
入札参加資格申請システムは、ICカー
ドが必要でしょうか。

入札参加資格申請システムは、ICカードは不要です。利用者番号とパスワードを入力し、「ログイ
ン」ボタンをクリックして、先に進む事ができます。
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4 3 申請システム 手順 一般
各種申請（随時申請、変更申請等）の
大まかな流れを教えてほしい。

各種申請についての大まかな流れは以下のとおりとなります。
(システムの利用申請が未だの方は、「ちば電子調達システム」ポータル画面⇒「はじめにお読み
ください」をご確認ください。利用者番号をお持ちの方はシステム利用申請は必要ありません)。
1．添付書類、システム添付ファイルの準備
2．入札参加資格申請システムを利用した電子システム上の入力。
3．入札参加資格申請システムを利用して、必要書類を印刷。実印・使用印を押印。
4．マニュアルに記載された提出書類の順序に従って、提出書類を並べる。
5．提出書類を共同受付窓口に提出。

提出期限及び申請要件等の詳細については、第1編各種マニュアルをご参照ください。
※受付時に不備がありますと、名簿登載日に間に合わない可能性があります。円滑に手続きを
進める上でも、必ずマニュアルには目を通してください。

4 4 申請システム 運用 資格要件
入札参加資格審査申請を行うために
は、どのような資格要件が必要ですか。

入札参加資格審査申請をできる方は、参加団体共通の資格要件と『申請をする参加団体個別』
の資格要件の両方に該当する方となっております。
詳細は、第１編入札参加資格審査申請マニュアル【随時申請（新規）】Ｐ．２～Ｐ．５を参照してく
ださい。

4 5 申請システム 手順 申請方法
随時申請（新規・団体追加）は具体的に
何をすればよいですか。

①マニュアルを見て、提出書類を用意

②システムに添付する電子ファイルを用意

③利用者番号を取得　（既に利用者番号をお持ちの場合は不要）
　※前回又は現在の名簿に登載がある場合は、利用者番号をお持ちです。重複して利用者番号
を取得することはできません。

④入札参加資格申請システムの電子申請

⑤申請書等の印刷

⑥書類の送付

⑦審査状況の確認

（参考）マニュアル及び様式のページのアドレス
http://www.e-chiba.org/chiba-chotatsu/yousiki1.html

4 6 申請システム 提出書類
申請書類
の送付

入札参加申請書類は、いつまでにどこ
に出せばよいのですか。

「ちば電子調達システム」上で電子申請を行い、必要な書類が全て揃った状態で申請受付期間
内（要第１編各種マニュアル参照）に共同窓口に届いた書類を審査対象としています。
事業者様にあっては、申請書類は不足書類等が無いように整えた上で、提出していただいてお
りますが、万が一、補正指示が出た場合の補正期限は、別途指定して対応しております。
なお、指定した期間内に補正を行わない場合は、不受理となる場合があります。

4 7 申請システム 用語 随時申請
申請の種類について、『当初申請』と
『随時申請』の違いは何でしょうか。

『当初申請』は、名簿の有効期間の全期間に対して名簿の登載を希望する申請です。

『随時申請』は名簿の有効期間開始後に名簿登載を希望する場合の申請です。
（当初申請を行わなかった事業者様又は当初申請を行ったが、追加で業種や他団体に申請する
場合になります。）

4 8 申請システム 概要 申請業種 申請できる業種は、何種類ありますか。

申請できる業種は、「工事」、「測量・コンサルタント」、「物品」、「委託」の４業種となります。

なお、本システムでは１つの利用者番号を取得すれば、４業種の申請を行うことができます。申
請手続きは、申請を希望する業種ごとに「申請する」ボタンをクリックして行ってください。

4 9 申請システム 手順
団体追
加・変更

申請を希望する団体の追加及び変更
は、どうしたらいいですか。

団体の追加については、第１編入札参加資格審査申請「随時申請(団体追加)」マニュアルをご
覧ください。
また、変更については、第１編入札参加資格審査申請「変更申請」マニュアルをご覧ください。

4 10 申請システム 用語 代理申請
申請担当者と代理申請者の違いは何で
すか。

申請担当者は、申請を行う法人および個人などの組織に属する立場の方で、実際にシステムの
入力や操作、書類の準備などを担当する方を指します。
申請において補正事項及び連絡が必要な事項が生じた場合、共同受付窓口からの連絡を受
け、対応を行うことが出来る方を担当者としてください。

代理申請者は、申請を行う法人、個人から入札参加資格申請業務を委任された行政書士など
の方を指します。代理申請者が入札参加資格申請を行っている場合、申請において補正事項及
び連絡が必要な事項が生じた場合は、代理申請者が対応することとなります。なお、代理申請を
行う際には、入札参加資格審査申請書の表紙に、代理申請者の押印が必ず必要となります。

4 11 申請システム 運用 業種区分
「測量等」と「委託」のどちらに申請した
らいいですか。

「測量等」と「委託」の区分としましては、建設工事が発生するものが「測量」に分類される業務で
あり、建設工事に無関係な業務に関するものが「委託」で発注することとなっております。
主に希望する業務でご判断していただくこととなりますが、受注の機会を確保するためにも申請
する業種の判断に迷いが生じる場合には、「測量等」と「委託」の両方に申請していただくことを
ご検討ください。

4 12 申請システム 運用
審査基準

日
申請書類の審査基準日はいつになりま
すか。

申請書類の審査基準日は、申請日となります。

ただし、建設工事の客観的事項の基準日は、令和6・7年度入札参加資格審査申請（当初申請）
につきましては令和6年1月1日、随時申請につきましては、資格者名簿の登載日の属する月の
前月の初日となります。

4 13 申請システム 入力
下書き
シート

電子入力前のデータの下書きシートの
ようなものはありますか。

下書き用シートはありません。
ただし、システムには一時保存機能がありますので、添付書類を参照しながら一時保存機能を
活用して入力をお願いいたします。
また、申請登録前の確認印刷において、入力に誤りを見つけた場合は、申請データを修正する
ことが可能です。（印刷は何度でも可能です。）

4 14 申請システム 提出書類 提出書類
データや紙で提出を行う際に必要な様
式はどこにありますか。

「ちば電子調達システム」の『ポータル画面⇒システム関連メニュー⇒様式・規約⇒関係様式⇒
申請様式』からダウンロードしてください。

4 15 申請システム 提出書類 様式の統一
使用印鑑届兼委任状の様式は、どこか
ら出力されますか。

システムから入札参加資格審査申請を行った後に、入札参加資格審査申請書と一緒にシステ
ムから印刷できます。
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4 16 申請システム 提出書類 行政書士
行政書士あての委任状は不要でよいで
しょうか。

行政書士あての委任状は不要です。
なお、行政書士が代理申請を行う場合は、申請担当者欄に行政書士の事項を入力し、申請書に
職印を押印してください。

4 17 申請システム 運用
経営事項
審査情報

今年度の経営事項審査（経審）手続が
遅れている。どうすればよいですか。

経営事項審査結果通知書は、有効期間（審査基準日から１年７か月）内のものであれば受付で
きます。
経営事項審査につきましては、国土交通大臣許可であれば、各地方整備局において受付してお
ります。
また、千葉県知事許可につきましては、千葉県県土整備部建設・不動産業課において、受付し
ております。
詳細は各地方整備局もしくは千葉県県土整備部建設・不動産業課にお問い合わせください。

4 18 申請システム 提出書類 納税証明書
 千葉県税の完納証明書（納税証明書
その２）を請求するときの注意事項はあ
りますか。

千葉県税の完納証明書は県税事務所で発行しております。

完納証明書の発行につきましては、調査項目等が多いため請求いただいてから発行までに時間
がかかります。このため、事前FAXによる仮請求書を提出していただき、発行可能になってから
本請求を行なっていただきますとスムーズに請求できます。
完納証明書請求書と仮請求書様式の様式は、千葉県総務部税務課ホームページからダウン
ロードしてください。（https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/syoumei.html）

4 19 申請システム 提出書類 納税証明書
国税の納税証明書はe-taxの納税証明
データシートでもよいですか。

e-taxの納税証明データシートでは受付することが出来ません。

税務署発行の下記証明書を提出してください。
◆法人の場合
法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）・・・[税務署発行]
◆個人の場合
所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の２）・・・[税務署発行]

4 20 申請システム 提出書類 納税証明書

本年8月に個人事務所を開設しました。
千葉県税、各団体の市税はまだ納付し
ていません。納税証明書はどうしたらよ
いですか。

千葉県税等の納税証明は、新設した場合でも発行されます。
（未納がないことを証明する書類であるためです。）
各団体で発行する納税証明書の交付につきましては、証明書を交付する各団体に直接お問い
合わせください。

4 21 申請システム 提出書類 財務諸表
財務諸表（決算報告書）として全ての書
類が必要ですか。

法人の場合、『貸借対照表』・『損益計算書』・『株主資本等変動計算書』の3つを提出してくださ
い。
個人の場合、『所得税確定申告書』及び『申告決算書（貸借対照表・損益計算書）』を提出してく
ださい。

4 22 申請システム 提出書類 財務諸表

決算が9月なのですが、都合上まだしば
らく決算書ができません。
今手元にある去年のもので良いです
か。

去年のもので問題ありません。
今期の決算が終了してない場合は、決算が終了している前期（去年）の財務諸表等を添付してく
ださい。

4 23 申請システム 提出書類 財務諸表

4月1日に分割により新設された会社で
す。

システムの入力時に、純資産の合計・
流動資産・流動負債・有形固定資産・決
算期期間・販売実績等は、前年決算が
分割前の会社の為、「0」となりますが、
よいですか。

「0」で問題ありません。
設立時の財務状況をシステムに入力してください。
添付書類については、設立時の財務諸表を添付してください。

4 24 申請システム 提出書類 財務諸表

本年8月に個人事務所を開設しました。
まだ一回も決算期を経ていないため財
務諸表等がありません。どうしたらよい
ですか。

財務諸表については、設立時の状況を表した書類を提出してください。

4 25 申請システム 提出書類 財務諸表

財団法人であるため申請用添付書類項
目の内、財務諸表（株主資本等変動計
算書）を作成していません。そのため、
添付を省略してよいですか。

財団法人の申請者様は、以下の書類を提出してください。

１．財務諸表に類似したものとして、「正味財産増減計算書」
２．株主資本等変動計算書に代えて、「正味財産増減報告書」

4 26 申請システム 提出書類 財務諸表

「損益計算書」及び「株主資本等変動計
算書」がありますが、分割新設の会社
で、まだ、第一回目の決算を迎えていま
せん。提出しなくてもよいですか。

提出は必須です。
財務諸表については、分割新設会社設立時の状況を表したものを提出してください。

4 27 申請システム 提出書類
新規卒業
者継続雇
用申告書

新規卒業者継続雇用申告書を提出す
ると、どう影響しますか。

千葉県建設工事等入札参加資格者名簿における「格付」を決定する際の資料となります。
千葉県の建設工事に係る入札参加資格審査においては、申請した者の施工能力について客観
的事項及び主観的事項に関する審査を行い、その結果を基に申請業種ごとの総合点数及び等
級を決定しています。
平成24及び25年度分の入札参加資格審査申請より、千葉県の主観的事項の評価として新たに
「新規卒業者の雇用状況」を追加したことから、「新規卒業者継続雇用申告書」の提出をいただ
いているものです。

4 28 申請システム 提出書類
新規卒業
者継続雇
用申告書

『新規卒業者継続雇用申告書』は、提
出しないといけないのですか。

対象となる千葉県内に本店を有する者で新規卒業者の有る場合のみ、提出してください。

4 29 申請システム 提出書類
新規卒業
者継続雇
用申告書

個人情報保護の関係で、新規卒業者継
続雇用申告書の提出ができません。

千葉県の建設工事の業種区分に対して入札参加資格申請を行う場合には、『新規卒業者継続
雇用申告書』の提出は必須となります。

個人情報にかかる添付書類を提出できない場合でも、「３　□人継続雇用していますが、確認書
類等の提出は省略します。」を選択し、提出してください。
なお、当該書類における審査を行うことができないため、新規卒業者の雇用状況に係る主観的
事項の評価は行いません。

審査の際には、申告書および添付書類に記載された内容の照合のほか、新規卒業者の氏名、
生年月日、事業所名について確認を行っています。これ以外の個人情報に係る事項については
情報を伏せていただいても問題ありません。

4 30 申請システム 提出書類
新規卒業
者継続雇
用申告書

千葉県に提出する団体個別書類の『５．
新規卒業者継続雇用申告書（第六号様
式）』に会社の印鑑は押印する必要が
ありますか。

『新規卒業者継続雇用申告書（第六号様式）』は、押印不要です。
なお、日付は申請書の日付と同日で問題ありません。
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4 31 申請システム 提出書類
新規卒業
者継続雇
用申告書

『新規卒業者継続雇用申告書』の添付
書類の源泉徴収票について質問です。
本年の4月1日から現在日までの源泉徴
収票は発行できない場合はどうしたらよ
いですか。

本年4月1日から現在日までの源泉徴収票を発行できない場合は、賃金台帳の写しもしくは給与
の明細表など、賃金を支払ったことが確認できる書類の写しを提出してください。

4 32 申請システム 不具合 画面操作

提供サービス一覧の表示ボタンが見え
ません。

（入札情報サービスで［検索］［詳細設
定］のボタンが見えません。）
（電子入札（物品・委託）で［検索］ボタン
が見えません。）

画面サイズが大きくなっているために、ボタンが表示されていない可能性があります。お使いの
パソコンの、キーボードのCTRLボタンを押下しながら、マウスのホイールボタンを、回転させて画
面サイズを変更し、調整してください。

4 33 申請システム 不具合 画面操作
入札参加資格申請システムで次のペー
ジに進みません。

半角・全角を正しく入力されているかご確認ください。

必須項目が未入力となっていると進むことができません。
ページ上部にエラーメッセージが表示されていないかも併せて確認してください。

なお、全角のスペースが入力できないときはパソコンのキーボードの設定を確認してください。
（全角・半角については、質問番号の1-7及び質問番号の1-8をご確認ください。）

4 34 申請システム 入力 法人区分
本社基本情報の「商号又は名称」の入
力に決まりはありますか。

下記の『株式会社』、『有限会社』等の法人区分に該当する部分は、下記の該当する略称
（「（株）」、「（有）」等）で入力してください（かっこは全角です。）。また、空白文字は入力しないでく
ださい。
下記の法人区分に該当するものがない場合は、法人区分を含め、法人の名称を略さず入力して
ください。

フリガナの項目は、下記の『株式会社』、『有限会社』等の法人区分に該当する部分（「カブシキ
ガイシャ」、「ユウゲンガイシャ」等）や「・」等の記号は、入力しないでください。
下記の法人区分に該当するものがない場合は、法人区分に該当する部分のカナも入力してくだ
さい。

『株式会社:（株）』　『有限会社:（有）』　『協同組合:（協）』　『医療法人:（医）』　『相互会社:（相）』
『一般財団法人:（一財）』　『公益財団法人:（公財）』　『学校法人:（学）』　『一般社団法人:（一社）』
『公益社団法人:（公社）』　『宗教法人:（宗）』　『合資会社:（資）』　『合名会社:（名）』　『合同会社:
（同）』
『社会福祉法人:（福）』　『特定非営利活動法人:（特非）』　『組合連合会:（組連）』　『有限責任事
業組合（ＬＬＰ）:（責）』

4 35 申請システム 入力 所在地
本社基本情報の「所在地」の入力に決
まりはありますか。

・所在地は、登記簿（個人事業主のかたは印鑑登録証明書の住所）の地番表記で正確に入力し
てください。
※都道府県名や市区町村名が重複しないようにご注意ください。

・建設工事の場合、本社情報は、建設業法に基づく「主たる営業所」の情報を入力してください。

・建設工事と測量コンサルタントの両方の申請を行う場合、本社情報は同一の内容を入力してく
ださい。

・主たる営業所の所在地が登記簿（住民票）上の所在地（住所）と異なる場合は、システムの「登
記上の所在地又は住民票上の住所」欄に、登記簿上の所在地又は印鑑登録証明書の住所を入
力してください。

4 36 申請システム 入力 営業年数
営業年数の起算は、どうしたらよいです
か。

営業年数は、申請時点における営業年数ではなく、事前に作成した営業沿革書と同じ年数を入
力してください。
ただし、工事の申請の営業年数については、経営事項審査における営業年数を入力してくださ
い。

4 37 申請システム 入力
労働災害
補償保険

「労働災害補償保険の加入」の有無欄
について教えてください。

労働者災害保険に加入しているようであれば、保険加入『有』として申請してください。

経審事項審査の法定外労働災害補償制度加入とは異なります。（雇用保険と合わせて労働者
災害保険に加入しているようであれば、保険加入有となります。）
なお、この項目について添付書類は必要ありません。

4 38 申請システム 入力 物品本店

工事と物品で本店の取り扱いが違う場
合の申請方法はどのようにしたらよいで
すか。

（工事と物品で本店の住所が異なる場
合の申請方法について教えてくださ
い。）

申請業種に工事を含み、かつ複数業種で申請を行う場合（工事と物品、工事と委託、など）は、
本社基本情報欄には工事の本店情報（建設業許可申請の際に届け出ている本店住所）を入力
します。測量については、工事と同一の本店住所で申請を行ってください。

なお、物品・委託における本店所在地が工事・測量の本店所在地と異なる場合は、本社基本情
報の入力画面内にある「工事・測量の本社情報（主たる営業所）と異なる場合はチェックしてくだ
さい」と書かれた横にあるチェックボックスにチェックを入れ、物品・委託における本社情報を入力
してください。入札参加資格審査申請書及び使用印鑑届兼委任状は、それぞれの本店情報で
印刷、出力されます。

4 39 申請システム 入力
本社部長

委任

本社役員や部長に、入札・契約等の権
限を委任する場合は、どのように申請し
たらよいですか。（内部委任）

営業所一覧において、「営業所名」欄に組織名又は「（本社）」を、「役職」欄に役職名を入力し、
その他の必要事項を入力した営業所を登録して、当該営業所（組織）を委任先として選択してく
ださい。

なお、所属する組織がない場合は、「営業所名」欄には「（本社）」と入力し、役職名、その他の必
要事項を入力した営業所を登録して、当該営業所（本社）を委任先として選択してください。
（かっこ書きの部分は、使用印鑑届兼委任状には印字されません。）

なお、建設工事に関しては内部委任を認めていない団体がありますので、詳細は第一編入札参
加資格審査申請マニュアル　資料編「３　建設工事の名簿登載に係る委任先営業所の要件につ
いて」をご参照ください。

4 40 申請システム 不具合 許可情報
工事の申請で許可情報が正しく表示さ
れない。何故ですか。

許可情報につきましては、外部システムと連携しているため、直近の情報が反映していない場合
があります。直近（１ヶ月以内）に許可を得た場合や変更した場合などで許可情報が正しく表示さ
れない時は、サポートデスク又は事業所を置く市町村等又は主に入札に参加する市町村等にお
問い合わせください。

4 41 申請システム 不具合
経営事項
審査情報

工事の申請で経営事項審査情報が、正
しく表示されなくて申請が出来ない。

経営事項審査情報につきましては、外部システムと連携しているため、直近の情報が反映して
いない場合があります。
直近（1か月以内）に許可を得た場合や変更した場合などで許可情報が正しく表示されない時
は、サポートデスク又は事業所を置く市町村等又は主に入札に参加する市町村等にお問い合わ
せください。
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4 42 申請システム 不具合
経営事項
審査情報

建設業許可番号を入力して検索すると
エラーになります。
（『工事共通情報の取得に失敗しまし
た。』というエラー表示がされます。）

工事を申請する際は、平成23年4月1日以後の制度改正後の経営事項審査を受けていないと申
請ができません。

経営事項審査を受けていない場合には、検索するとエラーとなります。
なお、経営事項審査結果データについては、外部システムより入手しています。
申請に必要な有効な経営事項審査結果通知書の有無について、ご確認ください。

4 43 申請システム 不具合
経営事項
審査情報

建設業許可番号を入力して検索すると
エラーとなります。
有効な経営事項審査結果をもっている
のに、何故ですか。

有効な経営事項審査結果がお手元にある場合は、恐れ入りますが、ＦＡＸにてお送りくださるよう
お願いいたします。
FAXされた経営事項審査結果を確認後、入力できるように対応させていただき、担当者よりご連
絡させていただきます。

ＦＡＸ番号
千葉県電子自治体共同運営協議会　システム担当者あて　　（043-221-4564）

4 44 申請システム 不具合

許可情
報・経営
事項審査

情報

工事共通情報において、許可業者情
報、経審情報、本社基本情報の代表者
が旧字体の関係で、『＊』表示になって
います。
そのまま申請しても問題はないですか。

許可情報及び経営事項審査情報につきましては、外部システムより連携している情報になりま
す。このため、表示されていない文字は、外部システムの文字コードの規格によって表示されて
ない場合になります。
ちば電子調達システムで本社基本情報を登録される場合、入力できる文字であれば、問題があ
りませんのでそのまま登録してください。

4 45 申請システム 不具合
添付ファ

イル
入札参加資格申請システムで添付ファ
イルが添付できません。

以下の原因が考えられます。

１．添付ボタンを押していない。
添付ファイルは、参照ボタンからファイルを参照し、添付追加の青いボタンを押して初めて添付
がされるものです。添付ボタンが押されているかもう一度ご確認ください。

２．添付をしようとするファイルの階層が深い。
フォルダの階層が深すぎないか確認してください。添付ファイルをデスクトップ等、浅い階層に移
動してください。添付ファイルを保存する場所について、フォルダ階層の位置が深い（複数フォル
ダを経て開く場所）場合、システムがファイルの場所を認識することができず、エラーが発生する
事象が報告されています。Cドライブ直下、もしくはデスクトップ直下など、フォルダ階層が浅い場
所に保存した後、添付の操作を再試行してください。

4 46 申請システム 入力
工事経歴

情報
工事経歴情報の入力の決まりはありま
すか。

工事経歴情報の入力の決まりは以下のとおりとなります。
１．必要に応じて、（《建設工事の種類》、《発注者》、《元請又は下請けの別》、《工事名》、《工事
場所のある都道府県》、《請負代金額》、《工期》を入力してください。
２．請負代金額については、税込みの金額を記載してください。
３．システムに登録できる実績情報は50件までです。システムに入力しきれない実績情報は、工
事経歴書（添付ファイル）にて記載してください。
４．申請日の直前決算期末日から２年間の完成工事及び直前決算期末日から３年間の未完成
工事の実績を入力してください。
５．入力順は、工期順もしくは金額順等どちらでも結構です。
工事経歴情報は、発注者が発注する際に参考とするものですので、特に入札を希望する業種等
の実績を入力していただくことをお勧めします。

4 47 申請システム
添付ファ

イル
工事経歴

書

工事経歴書の様式として用意されてい
る様式のテンプレートの一枚目に10件
以上記載するには、様式をコピーし入
力していけばよいですか。

テンプレートの欄を超える場合は、行を増やし1シートで１つの表として収めるように入力してくだ
さい。

4 48 申請システム
添付ファ

イル
工事経歴

書

工事経歴書の入力の決まりはあります
か。

（工期の早い順、金額の大きい順等）

工事経歴書の入力の決まりは以下のとおりとなります。
１．必要に応じて、システムに入力しきれない実績情報（工事経歴情報の最大50件を超える情
報）を任意で記載してください。
２．請負代金額については、税込みの金額を記載してください。
３．件数は100件以内としてください。
４．申請日の直前決算期末日から２年間の完成工事及び直前決算期末日から３年間の
　　未完成工事の実績を入力してください。
５．記載順は、工期順もしくは金額順等どちらでも結構です。
工事経歴書は、発注者が発注する際に参考とするものですので、特に入札を希望する業種等の
システムに入力しきれない実績を記載していただくことをお勧めします。

4 49 申請システム
添付ファ

イル
工事経歴

書

電子申請の添付ファイルは、自分で用
意した任意の書類を使用してよいです
か。（工事経歴書・営業所一覧・関連業
者届出書）

任意の様式は、原則認めません。

電子申請の添付ファイルは、　入札参加資格審査申請様式のページ に掲載してあります。
申請する業種のファイルをダウンロードしたものに入力の上、添付してください。

4 50 申請システム
添付ファ

イル
工事経歴

書

工事経歴書において、民需の工事は実
施していましたが、官需関係の実績は
ありません。民需の工事経歴だけで問
題はないですか。

工事経歴書につきましては、申請日の直前決算期末日から２年間の完成工事及び直前決算期
末日から３年間の未完成工事の記載となっております。民需の工事経歴のみであっても問題あ
りません。

4 51 申請システム 入力
契約実績

情報
測量等の契約実績情報の入力の決まり
はありますか。

測量等の契約実績情報の入力の決まりは以下のとおりとなります。
１．必要に応じて、（《業務の種類》、《発注者》、《元請又は下請けの別》、《業務名》、《測量等対
象の規模》《業務履行場所のある都道府県》、《請負代金額》、《業務期間》を入力します。
２．請負代金額については、税込みの金額を記載してください。
３．システムに登録できる実績情報は50件までです。システムに入力しきれない実績情報は、測
量等実績調書（添付ファイル）にて記載してください。
４．申請日の直前決算期末日から２年間の完成業務及び直前決算期末日から２年間の未完成
業務の実績を入力してください。
５．入力順は、業務期間順もしくは金額順等どちらでも結構です。
契約実績情報は、発注者が発注する際に参考とするものですので、特に入札を希望する業種等
の実績を入力していただくことをお勧めします。

4 52 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

測量等実績調書があるが、内容が網羅
されていれば自社様式でも可能です
か。

測量等実績調書につきましては、必要事項が網羅されていれば所定の様式以外のフォーマット
でも提出は可能です（エクセルに限る）。業種ごとに定めてある「システム添付ファイル」にシート
を追加して提出してください。なお、エクセル以外のファイルは添付できません。
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4 53 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

測量等実績調書の入力の決まりはあり
ますか。

測量等実績調書の入力の決まりは以下のとおりとなります。
１．必要に応じて、システムに入力しきれない実績情報（測量等実績調書の最大50件を超える情
報）を任意で記載してください。
２．請負代金額については、税込みの金額を記載してください。
３．件数は100件以内としてください。
４．申請日の直前決算期末日から２年間の完成業務及び直前決算期末日から２年間の未完成
業務の実績を入力してください。
５．記載順は、業務期間順もしくは金額順等どちらでも結構です。
測量等実績調書は、発注者が発注する際に参考とするものですので、特に入札を希望する業種
等のシステムに入力しきれない実績を記載していただくことをお勧めします。

4 54 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

測量等の実績の起算日はいつですか。
測量等実績調書で、直前2年間の官公
庁の契約実績がありません。
この場合どう入力すればよいですか。

実績の起算日は申請日の直前決算期末日となります。
測量等実績調書につきましては、申請日の直前決算期末日から２年間の完成業務及び２年間
の未完成業務の実績を入力してください。民需の業務実績のみであっても問題ありません。
官需、民需とも該当がない場合は、業務名欄に『該当なし』と記入したものを添付してください。

4 55 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

「実績調書」や「営業所一覧表」は、シス
テムでの入力で足りる場合に「該当な
し」の記載は必要ありますか。

添付ファイルは、該当がない場合でも添付が必要です。

第２編入札参加資格審査申請マニュアル（電子申請の方法）を参照して、内容に『該当なし』と記
載したファイルを添付してください。

4 56 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

千葉県もしくは千葉県内の市町村等に
対しての官公庁の受注実績はありませ
ん。
他県の実績でもよいですか。

千葉県以外の官公庁の実績でもかまいません。

実績調書につきましては、申請者様の実績を記載していただくものになります。
少額の実績でもかまいませんので、システムに入力していただくようお願いいたします。

4 57 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

添付ファイルで該当がない帳票は、削
除してもよいですか。
（「実績調書」：システム入力で件数が収
まり記載不要）
（「技術者資格一覧表」：該当者なし）
（「営業所一覧表」：システムで入力でき
ないものはなし）
（「関連業者届出書」：該当なし）

該当がない帳票についても削除は行わないでください。
該当がない帳票については、内容欄の箇所に「該当なし」と記載して添付してください。

4 58 申請システム 入力
契約実績

情報

物品の契約実績情報の入力について、
実績が無い場合の入力方法を教えてく
ださい。

契約実績情報について、過去２年以内に官公庁との契約実績が無い場合は入力不要です。
次のステップに進んで、申請手続きを進めてください。

4 59 申請システム 入力
契約実績

情報

契約実績情報の入力で、委託に伴う物
品の納入実績を物品にも入力してよい
ですか。

委託に伴う物品の納入実績は委託の実績としてください。

物品、委託ともそれぞれ該当する契約実績の入力をお願いします。

4 60 申請システム 入力
契約実績

情報

指定管理者制度による受注契約実績を
入力しても、よいですか。
（複数企業で構成）

指定管理者制度は契約とは異なるため、受注実績として入力しないでください。

また、契約実績は事業者様単独で受注した実績を記載してください。（複数企業での受注は除外
するようお願いいたします。）

4 61 申請システム 入力
契約実績

情報
契約実績情報は下請け実績も記載する
のでしょうか。

下請け実績については記載しないでください。

物品及び委託の契約実績情報につきましては、官公庁から直接受注した情報を記載してくださ
い。

4 62 申請システム 入力
営業所一
覧入力

営業所の入力の仕方がわかりません。

マニュアルを確認の上、正確に入力してください。

営業所基本情報は、指名先や契約先、使用印鑑届兼委任状など重要な情報と連携する箇所と
なります。詳細は、第2編入札参加資格審査申請マニュアル（電子申請の方法）を参照してくださ
い。

4 63 申請システム 入力 物品品目
物品の品目情報画面で、各団体の選択
ボタンを押して団体ごとに品目を選択で
きますか。

物品、委託につきまして、品目情報、希望業種は団体ごとに第1希望から第5希望まで自由にそ
れぞれ選択できます。
操作手順については第２編入札参加資格審査申請マニュアル（電子申請の方法）を参照してく
ださい。

4 64 申請システム
添付ファ

イル
関連業者
届出書

関連業者届出書の書き方がわかりませ
ん。

関連業者届出書の書き方は以下のとおりです。

１．関連業者とは、次のいずれかに該当する法人をいいます。
①貴社又は代表者本人が、総資本額の５０％以上を出資している法人。
②貴社又は代表者本人が、総資本額の５０％以上の出資を受けている法人。
③貴社の代表者又は役員が、代表者や役員を兼ねている他の法人。
④貴社の代表者の「配偶者」、「直系血族（父母・祖父母・子・孫）」又は「兄弟姉妹」が代表を務
める法人。

①から④のいずれかに該当する事業者がいる場合は、関連業者情報に当該事業者の商号、所
在地、代表者名および関連事項を記入してください。
※該当がない場合は、関連業者の欄に「該当なし」と記入してください。

２．関連事項欄は、出資割合や役職名、続柄などを記入するところになります。
上記①②の場合、出資割合を記入
上記③の場合、兼ねている者の氏名と関連事業者における役職名を記入
上記④の場合、貴社の代表者からみた他の法人の代表者の続柄を記入

例１）申請者Ａ社の代表者千葉太郎がＢ社へ総資本額の６０％を出資し、Ｂ社の代表者を兼ねて
いる場合
（商号）Ｂ社　（所在地）Ｂ社の所在地　（代表者名）千葉太郎　（関連事項）６０％を出資している

例２）申請者Ａ社の代表者千葉太郎がＢ社（代表者：千葉次郎）へ総資本額の６０％を出資し、Ｂ
社の代表者でない取締役を兼ねている場合
（商号）Ｂ社　（所在地）Ｂ社の所在地　（代表者名）千葉次郎　（関連事項）６０％を出資している、
取締役千葉太郎
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4 65 申請システム
添付ファ

イル
営業所一
覧入力

システム入力の中の営業所一覧と添付
データの中に有る営業所一覧表は内容
が一致しますか。

システムの営業所一覧では、主たる営業所を入力しないので、添付データの営業所一覧表の内
容は、システムの営業所一覧の内容に主たる営業所を追加した内容になります。

4 66 申請システム 入力
営業所一
覧入力

本社役員に委任する場合で、所属部が
無い場合どのように入力したらよいです
か。

代表取締役から、本社役員に委任する場合などは、営業所基本情報欄において、「営業所名」を
かっこ書きで本社とし、必要事項を入力し委任先として選択してください。

例：営業所名⇒「（本社）」
かっこ書きの部分は、使用印鑑届兼委任状には印刷されません。

4 67 申請システム 入力
営業所一
覧入力

営業所役員に委任する場合で、申請先
団体毎に営業所役員が異なるときは、
どのようにしたらよいですか。

代表取締役から、１つの営業所に異なる役員に委任する場合などは、営業所基本情報欄におい
て、「営業所名」のあとにかっこ着書きで役職名を入力した営業所を作成し、必要事項をそれぞ
れ入力し委任先として選択してください。

例：営業所名⇒「千葉支店（支店長）」、「千葉支店（副支店長）」
かっこ書きの部分は、使用印鑑届兼委任状には印刷されません。

4 68 申請システム 入力
営業所一
覧入力

入札等の委任先にはしませんが、営業
所が東京都中央区にあります。システ
ムの営業所一覧へ入力の必要はありま
すか。

受任先営業所及び千葉県内の事業所ではないので、システムに入力する必要はありません。

4 69 申請システム 不具合
営業所一
覧入力

工事の営業所の許可情報が正しく表示
されません。

工事の申請では、営業所基本情報は、原則として建設業許可申請と同様の営業所情報を入力
してください。

4 70 申請システム 不具合
営業所一
覧入力

工事の営業所追加ボタンを押しても県
内の営業所が出てきません。

許可情報（営業所情報も含む）につきましては、外部システムより連携している情報です。
許可がある営業所が表示されない場合は、サポートデスク又は主に入札に参加する市町に連絡
してください。

4 71 申請システム 入力
営業所一
覧入力

営業所一覧表は本店だけの場合、何も
入力しなくてよいのですか。

本店だけの場合は、何も入力しないで「次へ」ボタンを選択し、手続きを進めてください。

4 72 申請システム 入力 許認可情報
許認可情報（物品・委託）の入力で、取
得している許認可はありません。
この場合、未選択でも申請できますか。

未選択でも申請できます。

許認可情報は、許認可が必要な申請業種以外であれば、未選択でも申請は可能です。

4 73 申請システム 入力 許認可情報
許認可情報（物品・委託）の許認可・登
録等の資格というのは何を入力すれば
よいのでしょうか。

許認可が必要となる申請業種を選択した際に必要となる許認可・登録等の資格を入力するもの
です。
物品・委託ともマニュアル第１編資料編に記載のある「許可（登録）証明書等」の対象となる許可
（登録）等となります。

4 74 申請システム 入力 許認可情報
有効期限の無い許認可の「有効期間終
期」は、いつの日をいれるのでしょうか。

令和4・5年度名簿にかかる申請については、『令和6年3月31日』
令和6・7年度名簿にかかる申請については、『令和8年3月31日』
と入力してください。（名簿の有効期限）

4 75 申請システム 不具合 許認可情報

登録・許認可のない業種のため、許可
の欄に入力内容が特にありません。先
に進めないが、どうしたらよいのでしょう
か。

許認可情報の画面では、申請するべき許認可が無い場合は、何も入力をせず右下にある「入
力」ボタンを押すことで次の登録確認に進むことができます。
第２編入札参加資格審査申請マニュアル（電子申請の方法）第３章-３随時申請（当初申請）物
品名簿版、第３章-４随時申請（当初申請）委託名簿版を参照してください。

4 76 申請システム 不具合 印刷

印刷ボタンを押下するとブラウザ画面
上部に「ポップアップブロックがされまし
た。このポップアップまたは追加オプショ
ンを表示するにはここをクリックしてくだ
さい。」というメッセージが表示され、印
刷ができません。

必要なブラウザ設定の中からポップアップブロックを無効とする設定を行ってください。

（質問番号1-4を参照してください。）

4 77 申請システム 手順 確認用印刷

申請登録前の確認用の印刷をすると、
申請書1ページ目の「申請日」や「受付
番号」が空欄となっている。このまま登
録してよいですか。

登録して問題ありません。

申請登録前の確認用の印刷では、申請日や受付番号は空欄となります。申請登録後に申請書
を印刷されると表示されるようになります。

4 78 申請システム 不具合 確認用印刷

確認用印刷を行ったところ、いろいろな
団体に申請しているのに、千葉県分の
内容しか印刷されませんでした。どうし
てですか。

確認用印刷は、基本情報などの内容のみ印刷されるためです。

申請登録後の印刷では、申請先団体全ての申請書及び使用印鑑届兼委任状が印刷されます。

なお、申請書印刷では大量のページを出力することになります。実際に印刷する前に必ずプレ
ビューを行い、確認してから印刷を行ってください。

4 79 申請システム 不具合
申請登録

ボタン

申請作業途中で誤って登録ボタンを押
してしまい、登録されてしまいました。ど
うしたらよいですか。

システム上で取下げを行い、再度申請を行ってください。

（書類を送付した後に気づかれた場合には、必ずサポートデスクに連絡をお願いいたします。）

4 80 申請システム 提出書類
申請書類
の送付

入札参加資格申請システムで登録が完
了したが、全ての書類を提出するまでに
数日かかりそうです。どうしたらよいです
か。

以下の点にご注意ください。

１．申請日（電子上の登録が完了した日）が基準日となっている書類（各種証明書等）があります
ので、有効期限を確認してください。

２．登録日時点と提出時点の期間中に入力内容と異なる項目が生じた場合は取下げを行い、再
度電子申請を行うこととなりますので注意してください。

３．申請受付期間については、共同受付窓口における申請書類の受付日を基準として取扱いま
す。申請に必要な書類の一部のみを郵送した場合などは受付不備となる場合もありますので、
必ず全ての申請書類が揃った状態で提出してください。

4 81 申請システム 提出書類
申請書類
の送付

申請書類を提出するときは、全ての申
請業種をまとめて、一度に提出を行わ
ないといけないのでしょうか。

全ての申請業種をまとめて一度に提出を行ってください。

提出された封書単位で審査を進めていきます。このため、工事と委託を別封筒で申請した場合
などは、それぞれの封書ごとに印鑑証明書や登記簿謄本などが必要となります。
事業者の方の負担が増えるだけでなく、審査においても混乱を招きやすいことから、一事業者の
申請書の提出は一度にまとめてお願いいたします。
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4 82 申請システム 提出書類
申請書類
の送付

入札参加申請書類は、いつまでにどこ
に出せばよいのですか。

必要な書類が全て揃った状態で、申請受付期間内に、下記、共同受付窓口にご提出ください。

申請受付期間は、当初申請、随時申請で異なりますので、各申請の第１編マニュアルをご確認く
ださい。

【共同受付窓口】
〒２６０－０８５５
千葉県千葉市中央区市場町１－１　千葉県庁南庁舎２階
千葉県電子自治体共同運営協議会
※提出の際は、システムから印刷される「宛先シート」をご利用ください。

4 83 申請システム 提出書類 添付書類
申請書類の提出方法は共通書類、個
別書類（各団体）ごとにクリップ留めでよ
いですか。

クリップ留、ホチキス留、つづり紐やフラットファイルへの綴じ込みは不要です。「第１編マニュア
ル第２章」に記載のある『提出書類の順序』に並び替えた状態のまま封筒に入れてください。

4 84 申請システム 提出書類
申請書類
の送付

入札参加資格申請書類を共同窓口に
持参してもよいですか。

持参での受付も行っております。

ただし、書類を共同窓口に持参した場合において、その場での書類のチェック及び審査は行って
いませんので、あらかじめご了承ください。

4 85 申請システム 手順 書類審査
申請処理状況の処理段階の意味を教
えてください。

審査の各段階で各処理ステータスは、第２編入札参加資格審査申請マニュアル「申請状況の照
会」P．６に詳細を記載してあります。ご参照ください。

4 86 申請システム 提出書類 申請期間
随時申請の書類提出の締切に間に合
いそうにないが、どうすればよいです
か。

申請受付期間については、共同受付窓口における申請書類の受付日を基準として取扱います。
申請に必要な書類の一部のみを郵送した場合などは受付不備となる場合もありますので、必ず
全ての申請書類が揃った状態で提出してください。消印は認められません。間に合わないようで
あれば、次回日程での申請になります。

4 87 申請システム 運用 申請期間

入札があるので急ぎで随時申請の審査
をしてほしいです。
（できるだけ早く名簿の登載を行いたい
です。）

原則として、審査期間の変更をすることはできません。
随時申請の審査は共通審査・個別審査共に定められた日程においてのみ行いますので、事業
者の方のご要望に応じて審査期間を変更することはできません。
但し、千葉県の物品・委託の申請においては、特に入札を希望する案件（一般競争入札・公募型
プロポーザル等）がある場合、上記によらない登録を行うことがあります。詳しくは、千葉県ホー
ムページ内総務部管財課のページを確認してください。
なお、千葉県の個別運用に係る内容については、サポートデスクでは回答ができませんので、あ
らかじめご了承ください。
アドレス：http://www.pref.chiba.lg.jp/kanzai/nyuu-kei/buppin-itaku/sankashikaku/shinsei.html

アクセス方法：千葉県ホームページ⇒入札・契約情報⇒物品・委託等⇒入札参加資格（物品・委
託等）⇒令和4・5年度版物品・委託(随時申請)について⇒３．随時申請受付スケジュール

4 88 申請システム 運用 申請期間
入札があるので至急変更申請の審査を
してほしいです。

サポートデスク、または入札を希望する団体にご相談ください。

4 89 申請システム 手順 書類審査
書類が到着したかどうか、確認したいで
す。

入札参加資格申請システムより確認ができます。

確認方法は第２編入札参加資格審査申請マニュアル「申請状況の照会」を参照してください。

4 90 申請システム 手順 書類審査
補正の指示があったが、どのようにした
らよいですか。

補正指示に従い、共通審査書類は共同受付窓口へ、個別審査書類は申請団体に送付してくだ
さい。

提出書類に不備があった場合など補正が必要な場合、入札参加資格審査システムにより補正
指示を行います。システムの操作方法は、第２編入札参加資格審査申請マニュアル「補正指示
対応」を参照してください。

4 91 申請システム 手順 補正指示
補正指示を受けた場合、補正の内容に
ついてはどこに問い合わせれば良いで
すか。

補正の内容は各担当者及び各個別団体に確認してください。

補正指示が共同受付窓口からのものであれば共同受付窓口へ、各団体からのものであれば各
団体へお願いします。

4 92 申請システム 運用 書類審査
書類審査の完了とはどのような状態で
すか。

すべての審査が完了した状態です。

共通受付窓口及び各団体の全ての書類審査が終了すれば、書類審査完了となります。

4 93 申請システム 運用 書類審査
審査完了後に完了通知等は行っていま
すか。

完了通知等の送信は行っておりません。

審査の状況は、入札参加資格申請システムより確認できます。各個別団体の審査状況について
は、各個別団体の審査担当に確認してください。

4 94 申請システム 手順 取り下げ

申請後、提出書類郵送前であるが、再
度入力したいので、一度申請を取り下
げたいと考えてます。入力ははじめから
やり直しになりますか。

はじめからのやり直しにはなりません。

申請者様の入力の負担を軽減するために、取り下げた申請データを再度入力する際、再利用で
きるようになっております。
「取り下げたデータ一時保存を利用しますか。」と聞かれますので「はい」を選択し、申請手続きを
行ってください。

4 95 申請システム 手順 取り下げ
システム申請後で、提出書類郵送前の
状態ですが、団体追加をしたいと考えて
おります。どうすればいいですか。

申請の取下げを行ってください。

団体追加及び変更は、補正指示にて処理をすることが出来ません。恐れ入りますが、一度申請
の取り下げを行って、再度入力してください。
その後、申請書等を印刷し、添付書類とともに共同受付窓口まで送付をお願いします。

4 96 申請システム 運用 取り下げ

申請先団体のチェック漏れで団体追加
を行いたいと考えています。
添付書類郵送済みで一次審査している
場合、取り下げしてもよいですか。

郵送した後に、申請先団体のチェック漏れに気付いた場合は、その申請が審査済になった後、
新たに団体追加で申請してください。取り下げしないようにお願いします。
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4 97 申請システム 手順 申請状況
提出書類を共同窓口に提出した後の、
受付状況を知りたいです。

提出書類は、受付順に審査を進めておりますが、お時間をいただくことがあります。

審査の状況は、入札参加資格申請システムの「申請書履歴一覧」画面において確認ができま
す。書類送付後定期的に審査状況を確認してください。
（第２編入札参加資格審査申請マニュアル（電子申請の方法）を参照してください。）
なお、補正事項等が発生した場合は、入札参加資格申請システム上「補正あり」と表示され、補
正指示メールで通知されます。至急対応してください。

4 98 申請システム 提出書類
申請書類
の送付

当団体はNPO法人であるので、株主資
本等変動計算書を作成しておりませ
ん。添付書類を省略してよいですか。

NPO法人の財務諸表ですが、
・貸借対照表
・損益計算書（または「正味財産増減計算書」）
を添付してください。作成していない場合は、当該内容が確認できる決算書類を提出してくださ
い。

4 99 申請システム 入力
企業基本

情報

測量、物品、委託の常勤職員数の入力
ですが、月曜日から金曜日までフルタイ
ムで働いている契約社員が在籍してい
る場合は、常勤職員に含めてよいです
か。

契約社員であっても会社と１年以上の契約期間で直接雇用契約を結び、正社員と同様のフルタ
イムで勤務している場合は、常勤職員数に含めてください。

4 100 申請システム
添付ファ

イル
実績調書

物品、委託で入力する契約実績につい
て「２年間の官公庁との契約実績」と書
いてあるが、履行中の契約も実績として
入力してよいですか。

契約実績に入力するのは申請日から遡り２年以内に契約の履行が完了したものとしてください。
申請日時点で契約の履行が完了されていない案件（履行中のもの）については、契約実績とし
て入力しないでください。３年前に契約したものでも、申請日から遡り２年以内に履行が完了して
いれば、入力していただいて差し支えありません。

4 101 申請システム 運用 一般
今後、電子入札に参加したい場合どう
すればよいでしょうか？

電子入札に参加するためには、ICカードとカードリーダー及び補助アプリ設定済のパソコンが必
要になります。

ICカードとカードリーダーは、民間認証局で購入していただく必要があります。購入可能な民間認
証局の情報は、ちば電子調達システムのホームページからご確認ください。

なお、電子入札を行うためには、入札参加を希望する団体の入札参加資格が必要となります。
入札参加資格申請を行う場合は、「ちば電子調達システム」内の「資格申請システム」を使って
電子申請後、共同受付窓口宛に必要書類を郵送してください。申請スケジュールや申請書類等
に係る詳細は、マニュアルでご確認ください。

4 102 申請システム 不具合 パソコン環境

入札参加資格申請システムにおいて、
申請書を印刷するために「印刷」ボタン
をクリックしたらシステムエラーと表示さ
れました。

Edgeのポップアップブロック設定をご確認下さい。

「入札参加資格審査申請マニュアル（第３編）（電子申請で困ったときは（システムＱ＆Ａ））」
「質問番号1‐4　共通　初期設定　ポップアップブロック」の項目を参照。

ポップアップブロックの設定が行われていない状態で「印刷」ボタンをクリックすると、
Edgeの画面上部に「ポップアップはブロックされました。このポップアップまたは
追加オプションを表示するにはここをクリックしてください。」といったメッセージが表示され、
システムエラーとなる場合があります。必ずポップアップブロックの設定を行って下さい。

4 103 申請システム 運用 利用者登録

ICカードの利用者登録（変更）画面上
で、変更申請の内容が反映されていな
いのはなぜでしょうか？

利用者登録画面に表示される情報は千葉県へ申請した内容が優先的に表示されるため、
千葉県の名簿に変更申請の内容が反映されていない可能性があります。

該当団体の名簿に反映されているかどうかを確認するためには、入札情報サービスの入札参加
資格者メニューから
資格情報を検索頂き、変更申請の内容が反映されているかご確認ください。

※千葉県への申請がない場合には、申請システムで申請団体一覧を表示した際、一番上に表
示される団体への申請内容が表示されます。

4 104 申請システム 入力 財務諸表
分割新設の会社で、まだ、第一回目の
決算を迎えていません。財務諸表は提
出しなくてもよいですか。

提出は必須です。
財務諸表については、分割新設会社設立時の状況を表したものを提出してください。

なお、分社元の法人の、入札参加資格の承継を行う場合、サポートデスクにご相談ください。
※分社元が入札参加資格をもっていない場合は、承継はできません。

サポートデスク：０４３－４４１－５５５１

4 105 申請システム 入力 委任

１つの営業所に、受任する役員が複数
いる場合は、どのようにしたらよいです
か。
（例：Ａ市については支店長が受任。Ｂ
市については副支店長が受任。）

申請先団体毎に権限を受任する者が異なり、受任する者が１つの営業所に複数いる場合は、営
業所一覧の「営業所名」欄に、営業所のあとにかっこ書きで、受任する者の役職名を入力した営
業所情報を作成し（「営業所名」欄以外の必要項目も入力する。）、申請先団体毎に、該当する
委任先を選択してください。

例：営業所名⇒「千葉支店（支店長）」、「千葉支店（副支店長）」
かっこ書きの部分は、使用印鑑届兼委任状には印刷されません。

4 106 申請システム 手順 建設業許可

工事の資格申請において、申請画面に
最新の許可情報が表示されず、古い情
報が表示され申請できません。どのよう
に対処すればよいですか。

工事許可の新規取得や変更を行ってから、電子調達システムにデータが反映されるまでは、一
定の期間がかかります。（数週間から最大２ヶ月程度）
申請の期日が迫っているなど、急いで申請を行いたい場合はサポートデスクにご連絡ください。

4 107 申請システム 入力 申請担当者情報
申請担当者情報の法人名の入力に決
まりはありますか。

法人区分を下記の略称で入力してください。また、空白文字は入力しないでください。
※下記、法人区分の略称」にない場合は、法人名を略さず入力してください。

『株式会社:（株）』　『有限会社:（有）』　『協同組合:（協）』　『医療法人:（医）』　『相互会社:（相）』
『一般財団法人:（一財）』　『公益財団法人:（公財）』　『学校法人:（学）』　『一般社団法人:（一社）』
『公益社団法人:（公社）』　『宗教法人:（宗）』　『合資会社:（資）』　『合名会社:（名）』　『合同会社:
（同）』
『社会福祉法人:（福）』　『特定非営利活動法人:（特非）』　『組合連合会:（組連）』 『有限責任事業
組合(LLP)：（責）』

4 108 申請システム 入力 本社基本情報
本社基本情報の「代表者役職」の入力
に決まりはありますか。

契約書に記載する代表者の役職名を正確に入力してください。
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4 109 申請システム 入力 障害者雇用率

工事の申請の企業基本情報の「障害者
雇用率達成区分」の達成条件は何です
か。

・達成条件（下記のいずれかを満たすこと）
①障害者の法定雇用率を達成していること。
　※障害者の法定雇用率を達成している場合は、障害者雇用状況報告書（控）の写し【受付印
有】の提出が必要

②高齢・障害者雇用支援機構に申請して障害者雇用報償金を受けていること。
　※報奨金支給状況報告書（控）の写し【受付印有】の提出が必要

4 110 申請システム 入力 障害者雇用率

物品、委託の企業基本情報の「障害者
雇用率」の入力方法に決まりがあります
か。

・障害者雇用状況報告書等により、障害者雇用促進法（注）等に基づく数値を入力してください。
　※障害者の法定雇用率を達成している場合は、障害者雇用状況報告書等（控）の写し【受付印
有】の提出が必要

注：障害者の雇用の促進等に関する法律

4 111 申請システム 入力 建設業団体
工事の企業基本情報の「建設業団体の
加入状況」の対象となる建設業団体は
何ですか。

対象となる建設業団体は、以下のとおりです。（すべて千葉県内の団体）
建：（一社）千葉県建設業協会　　　　　　　電：（一社）千葉県電業協会
空：（一社）千葉県空調衛生工事業協会　塗：（一社）千葉県塗装工事会
造：（一社）千葉県造園緑化工事業協会　道：（一社）千葉県道路塗装協会
鳶：（一社）千葉県鳶工業会　　　　　　　　 管：（一社）千葉県上下水道インフラ整備協会

加入している場合、加入証明書の提出が必要になります。

4 112 申請システム 入力 営業所
営業所基本情報の入力の仕方がわか
りません。

・営業所名欄には、営業所名のみを入力してください。法人名の入力は不要です。
　※工事営業所の場合、建設業許可で届け出ている営業所名と名称が一致しなければ、営業所
の許可情報が反映されません。

・役職は、委任をする場合、入札や契約時に記載する役職名となりますので、正確に入力してく
ださい。

・所在地は、登記簿地番などの地番表記で正確に入力してください。（ハイフンによる省略不可）
　※都道府県名や市区町村名が重複しないようにご注意ください。

4 113 申請システム 入力 営業所
契約を締結する営業所と表示されてい
るが、代理人を置かない営業所を入力
してもよいですか。

かまいません。

営業所は、以下のいずれかに該当するものを、すべて入力してください。
・千葉県内の営業所
・千葉県外の代理人を置く営業所

4 114 申請システム 入力 財務諸表
測量の企業基本情報の「自己資本額
等」の入力方法がわかりません。

直前決算期の財務諸表上の金額を転記してください。
転記方法につきましては、マニュアル【第２編　財務諸表入力マニュアル】を参照してください。

4 115 申請システム 入力 財務諸表
物品、委託の企業基本情報の「資本金
等」の入力の方法がわかりません。

直前決算期の財務諸表上の金額を転記してください。
転記方法につきましては、マニュアル【第２編　財務諸表入力マニュアル】を参照してください。

4 116 申請システム 入力 財務諸表
測量の「売上実績」の入力に決まりはあ
りますか。

・希望する業種の売上実績を入力してください。

・売上金額は、「税抜き」「千円未満切り捨て」で入力してください。

・売上金額の合計が、損益計算書の売上高を超過することのないようにご確認ください。

4 117 申請システム 入力 使用印鑑届兼委任状

変更申請の際に、「使用印鑑届兼委任
状」が必要となるのは、どういう場合で
しょうか。

以下のいずれかの変更を行う場合

・商号又は名称　　・代表者の役職又は氏名　　・本店（主たる営業所）の所在地

・登記上の所在地　　・実印又は使用印　　・代理人使用印　　・代理人を置く営業所

・代理人を置く営業所の名称又は所在地　　・代理人の役職又は氏名

4 118 申請システム 入力 印刷
当初申請（随時申請）をしていますが、
印刷画面のうち、何を印刷すればよい
かわかりません。

当初申請、随時申請（新規）、随時申請（団体追加）の書類を初めて送付する場合
①「申請書（表紙）」、「使用印鑑届兼委任状」、「申請書（詳細）」をすべてチェックしてください。
②「宛先シート」、「送付票」、「申請（委任）状況一覧」をすべてチェックし、【全申請先】を選択、ダ
ウンロードボタンからエクセルファイルをダウンロードし、印刷してください。
③印刷画面の印刷データ作成ボタンから印刷の準備画面を表示し、印刷してください。

随時申請（業種追加）の書類を初めて送付する場合
①「申請書（表紙）」、「申請書（詳細）」をチェックしてください。
②「宛先シート」、「送付票」、「申請（委任）状況一覧」をすべてチェックし、【全申請先】を選択、ダ
ウンロードボタンからエクセルファイルをダウンロードし、印刷してください。
③印刷画面の印刷データ作成ボタンから印刷の準備画面を表示し、印刷してください。

補正指示を受けて、書類を再送付する場合
①再提出が必要な書類をチェックしてください。
②「宛先シート」をチェックし、【全申請先】又は補正指示のあった団体を選択、ダウンロードボタ
ンからエクセルファイルをダウンロードし、印刷してください。
③印刷画面の印刷データ作成ボタンから印刷の準備画面を表示し、再提出が必要な書類を印
刷してください。
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4 119 申請システム 入力 印刷
変更申請をしていますが、印刷画面の
うち、何を印刷すればよいかわかりませ
ん。

下記のいずれかの変更事由で、変更申請の書類を初めて送付する場合
（変更事由：「商号又は名称」、「代表者の役職又は氏名」、「本店（主たる営業所）の所在地」、
「登記上の所在地」、「実印又は使用印」、「代理人使用印」、「代理人を置く営業所」、「代理人を
置く営業所の名称又は所在地」、「代理人の役職又は氏名」）
①「申請書（表紙）」、「使用印鑑届兼委任状」、「申請書（詳細）」をすべてチェックしてください。
②「宛先シート」、「送付票」、「申請（委任）状況一覧」をすべてチェックし、【全申請先】を選択、ダ
ウンロードボタンからエクセルファイルをダウンロードし、印刷してください。
③印刷画面の印刷データ作成ボタンから印刷の準備画面を表示し、印刷してください。

上記以外の変更事由で、変更申請の書類を初めて送付する場合
①「申請書（表紙）」、「申請書（詳細）」をすべてチェックしてください。
②「宛先シート」、「送付票」、「申請（委任）状況一覧」をすべてチェックし、【全申請先】を選択、ダ
ウンロードボタンからエクセルファイルをダウンロードし、印刷してください。
③印刷画面の印刷データ作成ボタンから印刷の準備画面を表示し、印刷してください。

補正指示を受けて、書類を再送付する場合
①再提出が必要な書類をチェックしてください。
②「宛先シート」をチェックし、【全申請先】又は補正指示のあった団体を選択、ダウンロードボタ
ンからエクセルファイルをダウンロードし、印刷してください。
③印刷画面の印刷データ作成ボタンから印刷の準備画面を表示し、再提出が必要な書類を印
刷してください。

4 120 申請システム 入力 希望業種

すでに物品・委託の名簿に登載されて
いますが、第一希望の営業種目（物品
品目、委託業種）を変更できますか。

第一希望の営業種目の大分類を変更することはできません。
第一希望の営業種目の中分類以下を変更、追加することは可能です。

第一希望の営業種目の大分類を変更する場合には、名簿の全部取消申請を行い、再度、随時
（新規）申請を行う必要があります。（申請手続き中は、入札に参加することができません。）

4 121 申請システム 入力 営業所

営業所の内容に変更があったのです
が、委任をしていない団体にも「入札参
加資格審査申請書記載事項変更届」の
提出が必要ですか。

必要です。

4 122 申請システム 入力 利用者番号

令和4・5年度以前の入札参加資格は
持っている（持っていた）が、令和6・7年
度の当初申請（随時申請）を行うにあた
り、新たに利用者番号の取得は必要で
しょうか。

以前から、ちば電子調達システムを利用している方は、再度の利用者番号取得は必要ありませ
ん。利用者番号は、「ちば電子調達システム」を利用するための番号であり、一事業者に１つ発
行される番号です。
（※全部取消や事業承継などがあった場合はこの限りではありません。）

また、平成23年3月以前に名簿登載されていた事業者様には、平成23年3月頃に「ちば電子調達
システムに係る利用者番号・パスワードのお知らせ」を送付させていただいております。
(当時の参加団体についてはホームページをご覧ください。)
※重複した利用者番号で各種申請を行うことは出来ません。その際は、正しい利用者番号で申
請の再提出をお願いすることになります。

4 123 申請システム 入力 名称

事業協同組合の場合、名称はどのよう
に入力しますか。
農業協同組合や生活協同組合等の場
合、名称はどのように入力しますか。

事業協同組合の場合は、名称中の「協同組合」を「（協）」に置きかえて入力します。

名称中の「協同組合」を「（協）」に置きかえて入力する必要があるのは、事業協同組合のみで
す。
農業協同組合や生活協同組合等の場合は、組合の名称を略さず入力してください。

4 124 申請システム 入力 名称
医療法人社団、医療法人財団の場合、
名称はどのように入力しますか。

医療法人社団又は医療法人財団の場合は、「組織の区分」は「その他」とします。
登記されている法人の名称を略さずに、そのまま入力します（例：「医療法人社団ＡＢ会」）。

なお、「医療法人ＡＢＣ会」などの場合は、「医療法人」の部分を「（医）」に略して入力する必要が
あります。

4 125 申請システム 入力 メールアドレス
メールアドレスを変更したい。
どういった手続きを行えばよいか。

ちば電子調達システムでは、メールアドレスの登録を求めている箇所が主に４カ所あります。
（ＩＣカードを利用していない場合は、２カ所。また、入札参加資格申請時に営業所の入力項目で
も任意で登録を求めています。）

それぞれのメールアドレスは以下のとおり、用途が異なるため、必要に応じて手続きを行ってくだ
さい。
１．【入札参加資格申請システム　申請担当者情報のメールアドレス】
用途：①利用者番号・パスワードの再交付申請手続き　②入札参加資格申請時の申請担当者
情報のデータ引用元（そのまま使用すれば不備または補正指示にかかる連絡先となる）　③入
札参加資格に係るお知らせ等の送付先
手続き：入札参加資格申請システムの申請者情報から変更を行う
２．【入札参加資格申請システム　本社基本情報のメールアドレス】
用途：少額物品システムのみを利用する事業者に対しての指名通知等の送付先
※発注先が個別に使用する場合もある。
手続き：入札参加資格申請システムから変更申請を行う（書類提出含む）
３．【ＩＣカード利用者登録　代表者窓口情報のメールアドレス】
用途：指名通知等の送付先
手続き：電子入札システム利用者登録から利用者登録メニューの変更を行う
４．【ＩＣカード利用者登録　ＩＣ利用部署情報のメールアドレス】
用途：落札通知、ＩＣカード登録時等の連絡案内の送付先
手続き：電子入札システム利用者登録から利用者登録メニューの変更を行う

4 126 申請システム 入力 行政書士
行政書士でも利用者番号の取得は可
能ですか。

事業者の代行として行政書士が利用者番号を取得することは可能です。
利用者番号は１事業者に１つしか取得できませんので、取得される際に、重複して利用者番号を
取得していないかご注意ください。
令和4・5年度以前の名簿に登載のある事業者は、すでに利用者番号をお持ちです。
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4 127 申請システム 入力 名称
「組織の区分」で「株式会社」を選択して
いるので、「法人の名称」では「株式会
社」の部分を省いてよいですか。

「組織の区分」で「株式会社」を選択していても、「法人の名称」の入力において「株式会社」の部
分を省かないでください。

「法人の名称」は次のとおり入力してください。
下記の『株式会社』、『有限会社』等の法人区分に該当する部分（「株式会社」、「有限会社」等）
は、下記の該当する略称（「（株）」、「（有）」等）で入力してください（かっこは全角です。）。また、
空白文字は入力しないでください。
下記の法人区分に該当するものがない場合は、法人区分を含め法人の名称を略さず入力してく
ださい。

フリガナの項目は、下記の『株式会社』、『有限会社』等の法人区分に該当する部分（「カブシキカ
イシャ」、「ユウゲンカイシャ」等）や、「・」等の記号は、入力しません。
下記の法人区分に該当するものがない場合は、法人区分に該当する部分のカナも入力してくだ
さい。

『株式会社:（株）』　『有限会社:（有）』　『協同組合:（協）』　『医療法人:（医）』　『相互会社:（相）』
『一般財団法人:（一財）』　『公益財団法人:（公財）』　『学校法人:（学）』　『一般社団法人:（一社）』
『公益社団法人:（公社）』　『宗教法人:（宗）』　『合資会社:（資）』　『合名会社:（名）』　『合同会社:
（同）』
『社会福祉法人:（福）』　『特定非営利活動法人:（特非）』　『組合連合会:（組連）』　『有限責任事
業組合（ＬＬＰ）:（責）』

4 128 申請システム 入力 許認可情報
許認可情報の入力において、「許可権
者」とは何を指しますか。

「許可権者」とは、登録や許可を行う者のことで、例えば、厚生労働大臣、千葉県知事、千葉市
長、千葉県公安委員会などが該当します。

4 129 申請システム 入力 障害者雇用率

特例子会社又は関係企業として企業グ
ループにより障害者雇用状況報告を
行っています。この場合、障害者雇用率
の入力はどのようにしたらよいでしょう
か。
また、この場合、提出書類について留
意点はありますか。

申請者が特例子会社又は関係企業として企業グループにより障害者雇用状況報告を行ってい
る場合は、障害者雇用率は、当該企業グループ全体の雇用率で判断されます。企業グループ全
体の障害者雇用率を入力してください。
この場合、企業グループとして行った障害者雇用状況報告書の報告者控え（受付印のあるもの）
を提出してください。

4 130 申請システム 入力 財務諸表
個人事業主ですが、所得税の申告は青
色申告ではなく、白色申告をしていま
す。入札資格審査申請はできますか。

所得税の申告が白色申告であっても、入札参加資格審査申請は可能です。
必要書類として、税務署に提出した確定申告書及び収支計算書の写し（受領印のあるもの）、並
びに貸借対照表を提出していただきます。

4 131 申請システム 入力 使用印鑑届兼委任状
使用印は、会社印（社印、社判、角印）
でもよいでしょうか。

使用印は、個人を特定できる印鑑である必要があります。
（入札・契約等の権限を委任していない場合は代表者個人を特定できる印鑑。入札・契約等の権
限を委任している場合は、受任者個人を特定できる印鑑。）
会社印（社印、社判、角印。「株式会社○○商事之印」などと記載された四角い印鑑など。）は、
個人を特定できる印鑑ではないため、使用印としては認められません。

4 132 申請システム 入力 官公需適格組合
官公需適格組合としての申請におい
て、留意すべきことは何か。

システムの利用申請において、「組織の区分」として「官公需適格組合」を選択する必要がありま
す。
また、特別に提出の必要な書類があります。

4 133 申請システム 入力 官公需適格組合

官公需適格組合の申請において、経営
規模等を合計して審査することになる選
択組合員について、提出が必要な書類
は何ですか。
選択組合員について『納税証明書』、
『履歴事項全部証明書』の提出は必要
ありますか。

工事・測量等の業種においては、各選択組合員について、『履歴事項全部証明書』、『納税証明
書（国税。千葉県内に営業所等を有する場合は、千葉県税の納税証明書も必要。）』及び『経営
規模等評価結果通知書・総合評価値通知書』の提出が必要です。
物品・委託の業種においては、各選択組合員について、『財務諸表』及び『営業沿革書』の提出
が必要です。また、『組合及び組合員の審査項目情報一覧表（様式第４９号）』に、申請者（官公
需適格組合）及び各選択組合員について記載したものの提出が必要です。物品・委託の業種に
おいては、各選択組合員について、『納税証明書』及び『履歴事項全部証明書』の提出は必要あ
りません。

なお、いずれの業種であっても、申請者（官公需適格組合）について、『組合員名簿（様式第２３
号）』、『官公需適格組合証明書』、『履歴事項全部証明書』、『納税証明書（国税。千葉県内に営
業所等を有する場合は千葉県税の納税証明書も必要。）』並びに『営業沿革書』の提出が必要で
す。
加えて、測量等・物品・委託の業種は、申請者（官公需適格組合）の財務諸表（測量等は２決算
期分）の提出が必要です。

4 134 申請システム 入力 委任

入札・契約等の権限を委任する場合、
使用印鑑届兼委任状に記載されている
委任事項の一部を委任するものとして
よいか。

団体によっては、委任事項の全部を同一の者に委任する必要があります。マニュアルの各団体
個別書類の注意書きを確認のうえ、記載が無い場合は各団体へ問合せください。

4 135 申請システム 入力 氏名 「氏名」の入力に決まりはありますか。

姓と名の間は全角スペースを入力してください。

登記上、代表者の姓と名が「・」で区切られている場合は、登記上の表記のまま、姓と名を「・」で
区切って入力してください（フリガナは全角スペースで区切ってください。）。

4 136 申請システム 入力 法人番号
法人番号はどのようにして調べられま
すか。

国税庁長官から通知された「法人番号指定通知書」でご確認ください。
国税庁の法人番号公表サイト（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）で検索することもできま
す。
※個人事業者等で法人番号をお持ちでない場合は入力不要です。

4 137 申請システム 入力 法人番号
法人番号を持っていませんが、入力は
どうすればいいですか。

個人事業主等で法人番号を所有していない場合には、入力欄右の「法人番号なし」にチェックを
入れてください。

4 138 申請システム 提出書類 納税証明書

千葉県税の納税証明書について、申請
中に本社住所が移転し、発行された証
明書には旧住所が記載されているが審
査に問題はありませんか。

登記簿で住所変更については確認できるので、発行日が申請日から3か月以内であれば審査に
問題はありません。
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4 139 申請システム 入力 企業基本情報

システムの企業基本情報の「販売実績
等（総売上高）」の欄に記載する金額
は、申請業種の実績のみでよいか。他
業種も行っている場合にはどの数字を
記載するのか。

会社としての総売上高となるので、申請業種だけではなく全業種の直前決算の売上高を記載し
ます。

4 140 申請システム 不具合 パソコン環境

システム利用申請で担当者情報登録の
画面を入力したが、次を押しても画面が
次に進まない。

エラーメッセージが画面上部に出ていないか確認してください。必須項目が入力されていない、
もしくは半角・全角の入力が間違っている可能性があります。また、お使いのブラウザが推奨環
境内のEdgeであるか確認してください。推奨環境以外のブラウザをお使いの場合、正常に動作
しない可能性があります。

お使いのブラウザが推奨環境のものではない場合、システム利用申請のメール本文のURLをコ
ピーするなどの方法でEdgeで開きなおしてください。

　なお、起動ブラウザの確認方法および、既定ブラウザをEdgeとする設定方法は
「https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/docs/manual/MAN_P1_0033.pdf」をご
確認ください。

5 1 入札システム 手順 電子入札
今後、電子入札に参加したい場合どう
すればよいですか。

電子入札に参加するためには、ICカードとカードリーダー及び補助アプリ設定済のパソコンが必
要になります。

ICカードとカードリーダーは、民間認証局で購入していただく必要があります。購入可能な民間認
証局の情報は、ちば電子調達システムのホームページからご確認ください。

なお、電子入札を行うためには、入札参加を希望する団体の入札参加資格が必要となります。
入札参加資格申請を行う場合は、「ちば電子調達システム」内の「資格申請システム」を使って
電子申請後、共同受付窓口宛に必要書類を郵送してください。申請スケジュールや申請書類等
に係る詳細は、マニュアルでご確認ください。

5 2 入札システム 手順 ICカード
新しいICカードが手元に届きました。［更
新］と［登録］のどちらを選択すればよい
ですか。

[更新］は、同一の名義人、および同一の認証局発行の有効期限内の旧カードから新カードへ情
報を移行する場合のみ選択可能です。
更新を行うと、旧カードは即日から使用できなくなります。

旧カードを有効期限まで使用する場合、新カードについては、［登録］を行ってください。
[登録]を行う際は、お手元に利用者番号とパスワードをご用意ください。また、窓口情報の入力
作業が必要となります。
※電子入札は、１つの入札案件に対して案件参照から入札までを1枚のカードで行います。
カードの切替時期に参加希望の入札があり、旧カードと新カードの2枚を使わざるを得ないとき
は、各発注機関に確認を行って下さい。

なお、以下の場合は更新ではなく、［登録］になります。
・新カードが新しい名義人のカードである場合。
・旧カードと新カードの認証局が異なる場合。
・旧カードと新カードのICカード情報が異なる場合。
・旧カードの有効期限が切れている場合。
・旧カードで登録されていない名簿登載団体がある場合。

5 3 入札システム 手順 ICカード
認証局を変更しました。
［更新］と［登録］のどちらを選択すれば
よいですか。

［登録］のみ選択可能です。

5 4 入札システム 手順 ICカード
団体追加をしましたが、ICカードの登録
は再度必要ですか。

ICカードの登録が再度必要です。

一括で利用者登録する場合は、全団体の名簿登載が全て完了した時点で行ってください。
なお、システムによっては即日登録はされませんので、余裕をもって登録してください。

5 5 入札システム 手順 ICカード
利用者登録(ICカード)で変更が必要とな
る場合を教えてください。

代表者窓口情報に関る変更があった場合必要となります。
(変更申請は必ず事前に行って下さい。)

5 6 入札システム 不具合 画面操作
仕様書等のダウンロード時、利用者番
号とパスワードで認証を行おうとすると
失敗してしまいます。

1．ICカードをお持ちの事業者様は、ICカードで認証を行って下さい。ICカードの利用者登録が必
要になります。

2．ICカードがない場合は、少額物品については千葉県電子自治体共同運営協議会HPの『電子
入札システム脱Ｊａｖａ方式設定⇒８．ID・パスワード方式（少額物品）利用者の方へ 』をご確認く
ださい。

3．利用者番号とパスワード(大文字及び小文字の区別が有)は半角入力です。今一度ご確認くだ
さい。

４．「ちば電子調達システム利用前設定」で、ブラウザ等の設定を確認してください。

5 7 入札システム 不具合 画面操作
案件番号を入れても電子入札で検索さ
れません。

全角・半角や文字列・数字等を正確に判別するため、複数の条件や、あいまいな案件番号を入
力すると検索されない可能性があります。

検索条件全て入力する必要はありません。部局や案件名の明確な部分等で、検索をお試しくだ
さい。

5 8 入札システム 不具合 画面操作
電子入札システムで検索ボタンが見つ
かりません。

検索ボタンがあるのは物品・委託のみとなります。

工事・測量の場合は簡易案件検索、もしくは調達案件検索に検索条件を入力後、画面左側メ
ニュー調達案件一覧をクリックすると、検索が反映されます。物品・委託でボタンが表示されない
場合は、質問番号4-32をご参照ください。
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5 9 入札システム 不具合 メール 指名通知のメールが届きません。

以下の2つの場合が考えられます。

1．メールアドレスが間違っている可能性があります。
指名通知のメールアドレスは利用者登録（ICカード）で変更ができます。「ちば電子調達システ
ム」の『ポータル画面⇒システム入り口⇒電子入札システム利用者登録⇒変更ボタン(システム
内)』より、代表者窓口情報のメールアドレスが誤っていないか確認してください。正しく入力され
ている場合でも、再度入力を行って変更処理を正しく終了させてください。(変更処理後、次回の
発注先案件登録時から指名通知の宛先として登録されています。)

2．お使いのメールソフトやセキュリティソフト等で、受信拒否や迷惑メールの対象になっていない
か確認してください。（URL付きメールは受信可能の状態にしてください）
指名通知のメールアドレスとして指定できるのは一事業者につき、１つまでです。複数のメール
アドレスは登録できません。複数の営業所などで利用したい場合は、転送メールなどでの対応を
ご検討ください。

5 10 入札システム 手順
添付
ファイル

競争参加資格確認申請書を提出する
際、可能な添付ファイルの容量と数を教
えてください。

添付できるファイル数は、最大10個までです。
添付ファイルの最大容量は10MBです。（合計での最大容量）

合計最大容量が10MBを超える場合は、サイズを小さくするか、各発注機関にご相談ください。

5 11 入札システム 不具合 エラー番号

電子入札にログインする際「APPLET‐
CRITICAL‐XXXXXXXX‐03001 デバイス
が使用できません。」エラーでログイン
できません。

以下の事象が原因として考えられます。再度ご確認下さい。

1．ICカードが正しく認識されていない。
⇒ICカードが、ICカードリーダに正しく挿入されているか再度ご確認下さい。
また、ICカードが正しく挿入されている場合には、ICカードリーダのケーブルを抜き差ししてケー
ブルがパソコンに接続されていることを確認してから、パソコンを再起動して下さい。
※再度同じエラーが出た場合には、認証局にお問い合わせ下さい。

2．利用者登録システムを操作後、続けて電子入札システムを起動している。
⇒利用者登録システムを操作後、続けて電子入札システムをご利用頂く場合は、全てのEdgeを
閉じてください。その後に再度電子入札システムを起動して下さい。
※電子入札システムを操作後、続けて利用者登録システムを利用する場合にも同様に、全ての
Edgeを閉じ、再度利用者登録システムの起動が必要となります。

5 12 入札システム 不具合 エラー番号
「APPLET CRITICAL‐XXXXXXXX‐
03002」が表示される。

以下の場合が考えられます。

1．PIN番号の入力ミスが考えられます。正しく入力して再度処理を実施してください。

2．別のICカードが差し込まれている可能性があります。ICカードを複数持っている場合には、IC
カードを確認してください。

3．入力ミスが続いた為のICカードのロックが考えられます。PIN番号を何度も入力した場合に
は、購入した認証局へ問合せをおこなってください。

4．ICカードの有効期限切れが考えられます。ICカードの有効期限を確認してください。

5 13 入札システム 不具合 エラー番号
「APPLET CRITICAL‐XXXXXXXX‐
01009」が表示される。

認証部分におけるエラーです。

1．パソコンにインストールされている電子入札用ソフトウェア（認証局が提供しているもの）の設
定が正しく行われていない可能性があります。各認証局の電子入札用ソフトウェアの説明書や
各認証局のホームページのサポート情報を確認したり、各認証局のヘルプデスクへの問い合わ
せを行ってください。

2．使用しているパソコンの内蔵時計の日付が大きくずれていると署名に失敗する場合がありま
す。その場合は、内蔵時計の日付を正しい時刻に修正してください。

5 14 入札システム 不具合 エラー番号
「APPLET CRITICAL‐00400501‐01003」
が表示される。

ICカードが使用不能となっている可能性があります。
認証局にお問い合わせを行ってください。

5 15 入札システム 不具合 エラー番号
「APPLET CRITICAL‐XXXXXXXX‐
03001」が表示される。

カードリーダーが認識されていない可能性があります。カードリーダーをパソコンに接続したま
ま、パソコンを再起動してください。
補助アプリまたは認証局モジュールの設定ミスが考えられます。
設定の手順は認証局により異なりますのでICカードを購入した各認証局へのお問合せを行って
ください。

5 16 入札システム 不具合 エラー番号
「APPLET CRITICAL‐ 00103101‐
10048」が表示される。

画面が切り替わる前に、ボタンをマウスで2度以上クリックした可能性があります。再度実行して
ください。その際、ボタンは1度だけクリックするようにしてください。

5 17 入札システム 不具合 エラー番号
「APPLET CRITICAL‐01400205‐10048」
が表示される。

以下の場合が考えられます。

1．ポップアップブロックが影響している可能性があります。「ポップアップを許可するサイト」に登
録を実施してください。

2．一時ファイルのクリア、Edge又は電子入札補助アプリのキャッシュのクリアを行うことにより解
決する場合があります。一時ファイルのクリア、Edge又は電子入札補助アプリのキャッシュをクリ
アしてください。

5 18 入札システム 不具合 エラー番号
ＩＣカードのPIN番号を入力すると
「APPLET　CRTECAL‐00XXXXXX‐
19999」が表示される。

Edgeのポップアップブロックにより認証が阻害されている可能性があるので、ポップアップブロッ
クが有効になっていれば、無効化してください。

ポップアップブロックの無効化を行っても問題が解決しない場合、Edgeと電子入札補助アプリの
キャッシュをクリアしてから再試行してください。

5 19 入札システム 入力 受付票
入札書競争参加資格確認申請書受付
票が見られません/届いていません。

参加資格確認申請を行うと、発注者から「競争参加資格確認申請書受付票」が送信されます。
自動発行されるものではないため、発注先団体によって、発行のタイミングが異なります。
時間が経過しても、発行されない場合は、発注先にお問い合わせください。

5 20 入札システム 入力 印刷
「競争参加資格確認申請書受信確認通
知」「入札書」が印刷できなかった。再度
印刷するにはどうしたらよいか。

「競争参加資格確認申請書受信確認通知」や「入札書」は受信時、または提出時のみ印刷が可
能です。
一度画面操作を終了したものについては、再度の印刷ができません。
紙提出時に必要なものについては、各発注先にご相談ください。
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5 21 入札システム 入力 企業プロパティ
工事・測量の調達案件一覧にある企業
プロパティのボタンとは、なんですか。

企業プロパティでは、現在進行中の案件に限り、企業体名称や連絡先情報を変更することが可
能です。
但し、既に提出済みの参加申請書や入札書に関しては変更できません。
変更する際は、入札に影響がある内容であるか発注先に一度ご確認ください。また、特定の案
件に限らず変更を行う場合は「利用者登録」からICカード情報を変更してください。

5 22 入札システム 不具合 パソコン環境 PINの入力画面が出ません。
「電子入札専用ソフト」インストールしてください。
続いて、ポップアップブロックの解除設定を行い、ブラウザと補助アプリのキャッシュのクリアをし
てください。最後にパソコンを再起動してください。

5 23 入札システム 概要 一般
今後行われる入札はすべて電子入札
になるのか

「ちば電子調達システム」参加団体の電子入札実施状況は、団体によって異なります。 引き続
き、紙での入札を実施する団体もありますので、詳しくは各団体にご確認ください。

5 24 入札システム 概要 電子くじ 電子くじの仕組みを教えてほしい
入札参加者の入力した「くじ番号」と入札書到着時間のミリ秒数を足して、くじ参加者数で割り算
し、余りの数と入札書到着順位の一致した入札参加者が落札者となります。

5 25 入札システム 運用 入札結果
内訳書などの添付書類の不備による失
格の場合には、どのように通知がされる
か

電子入札システムには、入札参加者に失格を通知する機能を持っておりません。失格となった
場合には、入札情報サービスの入札結果を参照して、ご確認ください。

5 26 入札システム 運用 電子くじ
くじ番号は、３桁の任意の数値と言うこ
とだが、「０」でもよいか

３桁の任意の数値とは「０００から９９９」を指します。 
この間の数値を入力してください。

5 27 入札システム 不具合 メール
電子入札にかかわるメールが送信され
てこない場合、どうすればよいでしょう
か？

利用者登録時のメールアドレスを確認してください。誤りがある場合には【利用者登録】の変更機
能より修正してください。 
指名通知のメールは、「代表窓口情報」のメールアドレス 
指名通知以外のメールは、「ICカード利用部署情報」のメールアドレス 
に送信されます。

5 28 入札システム 不具合 画面操作
指名通知のメールが届いたのですが、
電子入札システムで案件が表示されま
せん。

以下の点を再度ご確認ください。

・ログイン時に選択した発注機関に誤りがないか。
　　→指名した発注機関を再度ご確認頂き、ログイン時、間違いなく
　　　　該当の発注機関を選択しているか、再度ご確認ください。

・案件の検索の仕方に誤りがないか。
　　→検索条件に指定している、入札方式、部局課係、案件名称の入力に
　　　誤りがないか再度ご確認ください。

5 29 入札システム 初期設定 パソコン環境

電子入札に利用するコンピュータを変
更したが、利用者登録は再度行う必要
がありますか？

いいえ、利用者登録は、ICカードの情報をサーバに登録する処理ですので、コンピュータを変更
しても再度行う必要はありません。

5 30 入札システム 運用 経常ＪＶ
経常JVの場合、ICカードの取り扱いは
どのようにしたらよいでしょうか？

経常JV用のICカードを準備してください。その場合ICカードの名義人は、JVの幹事会社名として
ください。なお幹事会社様が単体で入札参加したい場合は、経常JV用のカードとは別に、その会
社自身のICカードを用意する必要があります。

5 31 入札システム 運用 ICカード
他県で使用しているICカードは、千葉県
でも利用可能ですか？

ちば電子調達システムでは、電子入札コアシステムを採用しております。電子入札コアシステム
を採用している公共発注機関への応札は、全て１枚のICカードで参加ができる仕様です。

5 32 入札システム 運用 ICカード
2枚目のICカードを購入しましたが、IC
カード利用部署情報はどのように入力
すればよいですか？

「ICカード利用部署情報」は、IC カードごとに設定することができます。 同名義人での複数のIC
カードにおいて、カードごとに違う情報を入力しても、同一の情報を入力しても構いません。入札
業務の担当部署の中で、電子入札システムの担当者の情報を入力してください。

5 33 入札システム 不具合 パソコン環境
電子入札で、画面上部に時計が表示さ
れません

時計が表示されない場合、ICカード付属に付属する電子入札ソフトウェアのインストールに失敗
している可能性があります。ICカード提供元の認証局にお問い合わせください。

5 34 入札システム 概要 ICカード
ICカードは、どうやって入手するのでしょ
うか？

民間認証局にて購入できます。購入可能な民間認証局は複数ありますので、リンク先
（http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html）からご確認ください。
（リンク先の認証局のうち、『電子認証登記所（商業登記に基づく電子認証制度）』は対象外で
す。）

5 35 入札システム 運用 ICカード

現在、複数のICカードを所持していま
す。「ちば電子調達システム」では全業
種の入札を1枚で行えるということです
が、使用できるのは1枚だけでしょう
か？

いいえ、同一名義人で複数枚のICカードをお持ちの場合、ある１枚のカードに対して利用者登録
が継続されるのではなく、全てのICカードの利用者登録が継続され、どの業種でも相互に利用可
能となります。

5 36 入札システム 運用 ICカード

現在、社長名義のICカードで入札参加
している団体と、支店長名義のカードで
参加している団体があります。この場
合、ICカードを1枚に集約できますか？

ICカードは、原則、契約をする方の名義で購入していただく必要があります。今後も引き続き年
間代理人への委任を行う予定であれば、ICカードは受任者となる方の名義でそれぞれお持ちく
ださい。
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5 37 入札システム 運用 指名通知
電子入札システム（工事・物品）の違い
による指名通知への対応について

ちば電子調達システムでは、電子入札システムが
「工事・測量等」、「物品・委託」及び「少額物品」の３種類に
分かれております。
このうち、「工事・測量等」と「物品・委託」の各システムにおいては、
指名通知を受けた際の操作手順が異なっておりますので、ご了承ください。

１．工事・測量等において指名通知を受けた場合
指名通知書を確認したときは、電子入札システムから受領確認票を
提出してください。
（電子入札用マニュアル第３章　６‐２から６‐９　参照）

２．物品・委託等において指名通知を受けた場合
指名通知書を確認したときに、電子入札システムでは「参照済」と
表示されます。
このときに、受領確認票を提出する必要はございません。
（電子入札用マニュアル第４章　５‐２から５‐５　参照）

5 38 入札システム
添付ファ

イル
画面操作

電子入札システムで、申請書提出や入
札時に画面でファイルを添付する際に
「ファイルが見つかりません」というエ
ラーで添付できない。

　原因として、ファイル名を含むパスの文字列が長すぎることが考えられます。
（添付ファイルをフォルダ階層の深い場所においている場合など）
（例：C：￥Documents and Settings￥Administrator￥デスクトップ￥電子調達￥工事￥事後審
査・総
合評価の案件に関する添付書類一式￥○○○案件に関する添付書類．xls）

　Windows のシステム上では、安全に利用できるパスの文字列が255バイトと制限されているた
め
それを超えてしまった場合エラーとなります。
エラーとなった場合には、ＣドライブやＤドライブ直下に添付ファイルを移動するなどして、
パスの文字列を短縮してください。
（例：C：￥○○○案件に関する添付書類．xls）

パスの文字列短縮後にファイル添付の操作を実施してください。

5 39 入札システム 運用 再入札

発注者から「再入札で内訳書は不要」
の連絡を受けましたが、再入札時にファ
イル添付しないとエラーになり処理を進
めることができません。

「再入札時は内訳書不要」という運用 を行う団体もあります。システム上は再入札時もファイル添
付が必要となるため、任意のファイル（ダミーのような物）を添付 して回避してください。 
なお、ファイルに文言の記載が無い場合はエラーメッセージ（「内容が0バイトです」）が表示され
るため、 任意の一文を入力してください。 

5 40 入札システム 不具合 ICカード

電子入札システムでのICカード利用者
登録時、利用者登録画面で「該当する
情報が登録されていません」というエ
ラーが表示される。

　各システムの入力項目で全角・半角の指定がある場合、誤った入力モードで入力をすると、
「次ページに進まない」「情報が検索されない」といった事象が生じます。また以下の内容につい
てもご確認下さい。

・「商号または名称」項目で、”（株）”と入力するところを”株式会社”と入力していないか。

⇒入札参加資格申請システムで本社基本情報の「商号又は名称」を確認頂き、ご入力下さい。

・「商号または名称」項目で、”（株）”のカッコを半角で入力していないか。

⇒”（株）”のカッコは全角でご入力下さい（参考　質問番号1-8）。

・「商号または名称」項目で、会社名のうしろにスペースが入力されていないか。

⇒会社名のうしろにスペースが入力されている場合は削除して下さい。

（参考）「商号または名称」については、入札情報サービスの入札参加資格者でも確認できます。
上記を行っても、検索がうまくいかない場合は、入札参加資格者で表示されている「商号または
名称」をコピーし、利用者登録時の該当項目に貼付を> 行ってみてください。そうすることで名簿
情報と一致した状態で検索が可能となります。

・「パスワード」項目で、パスワードの大文字、小文字を間違えていないか。

⇒パスワードを再度ご確認頂き、大文字、小文字に注意してご入力下さい。

※特に以下のアルファベットは入力誤りが多くみられますのでご注意ください。
　　W（w）、U（u）、O（o）、S（s）、K（k）、Z（z）、X（x）、C（c）、V（v）

5 41 入札システム 不具合 メール
電子入札システムにおいて、「指名通知
書到着のお知らせ」メールが届かない。

　「指名通知書到着のお知らせ」メールは、利用者登録時の代表窓口情報の「連絡先メールアド
レス」宛に
送信されます。
利用者登録（変更）画面では、メールアドレスを入力する箇所が以下の通り２箇所あります。
代表窓口情報の「連絡先メールアドレス」項目に、通知を希望するメールアドレスが正しく入力さ
れていることを
ご確認下さい。

　　◆利用者登録（変更）画面におけるメールアドレス入力箇所
　　　　・代表窓口情報の「連絡先メールアドレス」項目
　　　　　　　※「指名通知書到着のお知らせ」メールの宛先はこちらです。
　　　　・ICカード利用部署情報の「連絡先メールアドレス」項目

　　※また以下についても合わせてご確認下さい。
　　　　・メールサーバやメールツールの設定に誤りがないか。
　　　　・入力したメールアドレスに誤りがないか。
　　　　　（テストメールなどを送信頂き、正常に受信できるかご確認下さい。）
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5 42 入札システム 運用 辞退届
辞退届を提出したいが提出ボタンが表
示されていない。

入札方式によって提出開始日時が異なります。
指名競争入札、再入札、不落随契（不落随契後の再度見積を含む）については指名通知書（再
入札通知書）発行後より提出が可能です。
その他の入札方式については入札書受付予定日時から提出可能です。
提出可能になると、入札状況一覧に「辞退」ボタンが表示されます。

物品・委託において辞退届を提出する際は、以下の手順で操作を行って下さい。
　　１）電子入札システムにログインし、物品・委託の調達案件一覧画面を表示する。
　　２）辞退届を提出する案件を検索する。
　　３）該当案件の入札書／見積書の「提出」ボタンをクリックする。
　　４）入札書提出画面で「辞退」ボタンをクリックする。
　　　　※辞退届の場合は金額を入力しなくても画面を進めることが可能です。

なお、入札方式によっては辞退届の提出自体が必要ないものがあります。
例：物品・委託の市町村事後審査版など

5 43 入札システム 不具合 ダウンロード

入札情報システムの入札公告で”認証
あり”のファイルをダウンロードする際に
「APPLET‐ERROR　XXXXXX‐19999」と
いうエラーになる。

以下の点をご確認ください。

・ブラウザのポップアップブロックが有効になっていないか。
・補助アプリ設定が正しく行われているか。
・認証ボタンが表示される画面で選択した調達機関に誤りはないか。

5 44 入札システム 不具合 ダウンロード

”認証あり”ファイルをICカード認証でダ
ウンロードすると「APPLET‐CRITICAL‐
00103501‐03001　デバイスが使用でき
ません」となる。

電子入札システムと入札情報システムが同時に起動している場合に、当エラーが発生する可能
性があります。
一旦、ポータルを含むすべてのEdgeブラウザを閉じていただき、再度入札情報システムのみを
立ち上げて、ダウンロードの操作を行って下さい。

5 45 入札システム 不具合 ＰＩＮ番号
PIN番号入力ダイアログに入力したが何
も表示されず次の画面に進めません

ICカードをご利用されている場合は、千葉県電子自治体共同運営協議会HPの『電子入札システ
ム脱Ｊａｖａ方式設定⇒１．電子入札脱Ｊａｖａ方式設定』の設定を行った後に動作をご確認くださ
い。
少額物品のみ利用されている場合は、千葉県電子自治体共同運営協議会HPの『電子入札シス
テム脱Ｊａｖａ方式設定⇒８．ID・パスワード方式（少額物品）利用者の方へ 』をご参照いただき、
設定を行った後に動作をご確認ください。

5 46 入札システム 不具合 入札書
入札書を提出したいのですが、入札書
提出ボタンが表示されません。

該当案件の入札書提出期間内であるかご確認ください。
入札書提出ボタンは、入札書提出開始日時が過ぎてから表示されます。

また工事測量案件の場合、入札書の提出は入札状況一覧画面から行いますので、表示してい
る画面が間違いなく、入札状況一覧画面かをご確認ください。
（調達案件一覧画面では入札書の提出項目は表示されません。）

5 47 入札システム 不具合 指名案件一覧
指名案件一覧画面でエラーとなってしま
います。

以下の点をご確認ください。

　・「指名案件一覧」ボタンを押しても何も起こらない場合
　 　→ブラウザの設定で、ポップアップブロックを無効にしてください。
　 　　「ちば電子調達システム電子入札（事前準備）マニュアル」の第５、６、７項目第４「ポップ
アップ許可設定」及び補足１「キャッシュのクリア方法について」をご確認ください。

　・PIN番号入力後にエラー画面になってしまう場合
　　→認証ボタンが表示される画面で選択した調達機関に誤りはないかご確認ください。
　　　 名簿登載団体を一つ選択すれば、全団体の指名案件が全て表示されます。
　　   ※名簿未登載の団体を選択すると案件は表示されません。

5 48 入札システム 不具合 利用者登録

電子入札システムにログイン操作をした
ところ、「～工事測量（又は物品委託）シ
ステムで利用者登録されていません」エ
ラーでログインができません。

以下の点を再度ご確認ください。

・ログイン時に選択した発注機関に誤りがないか。
　　→指名した発注機関を再度ご確認頂き、ログイン時、間違いなく該当の発注機関を選
        択しているか、再度ご確認ください。

・起動したシステムに誤りがないか
　　→工事測量案件については、「工事・測量等」のボタンから物品委託案件については、
      「物品・委託」のボタンからそれぞれシステムを起動してください。

・ICカード登録を行っているか。
　　→団体追加申請を行った場合は、ICカードを再度ご登録頂く必要があります。
　　　ログイン時、選択した発注機関に対して、ICカード登録を行っているかご確認ください。
　　　以下の手順で確認が可能です。

　　　１）ポータルトップページから、「システム入口」のアイコンをクリックしシステム起動画
           面より「利用者登録」のアイコンをクリックする。
　　　２）「利用者登録」選択画面（受注者用）から、利用者登録画面のリンクをクリックする。
　　　３）立ち上がった画面の左側の「利用者登録」ボタンをクリックする。
　　　４）利用者登録メニューから【変更】ボタンをクリック後、PIN番号を入力し、登録内容
           変更画面を表示する。
　　　５）画面上部の「対象団体」の項目に表示された団体が、ICカード登録を行っている
           団体となる。
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5 49 入札システム 運用 メールアドレス
「通知書到着のお知らせメール」を受信
するメールアドレスを変更したい。

発注者が電子入札システムで通知書を発行すると、「通知書到着のお知らせメール」が、
事業者様のICカードに登録済のメールアドレスに自動送信されます。

メールアドレスの変更は、利用者変更画面で行ないます。
※指名通知は「代表窓口情報」、指名通知以外は「ＩＣカード利用部署情報」のメールアドレスに
送られます。

なお、すでに参加中の入札案件には、利用者変更の内容が反映されません。
入札書提出時の連絡先メールアドレス変更、または企業プロパティ変更画面での連絡先メール
アドレス変更を行なってください。
（企業プロパティ変更画面は工事測量案件にのみ表示されます）

5 50 入札システム
添付ファ

イル
添付ファイル

電子入札システムで添付できるファイル
に制限はありますか。

Word、Excel、PowerPoint、Adobe PDF、テキスト、リッチテキスト、画像ファイル、圧縮ファイル
（zipのみ）
※ファイルにパスワードを付けないでください。
このほかの種類のファイルは、電子入札システムで提出することができませんので御注意くださ
い。

6 1 情報サービス 不具合 調達案件一覧

案件検索画面で検索条件を設定し調達
案件一覧ボタンを押下しても、調達案件
一覧画面に確認したい案件が表示され
ない。

　案件の検索画面で設定している検索条件について、以下の点をご確認いただき、再度検索処
理を実施してください。

　　・入札方式に誤りがないか。
　　　　　⇒指名通知連絡メールや入札情報システムの案件情報を再度ご確認頂き、入札
              方式をご確認下さい。
　　　　　　　物品・委託案件については、落札方式も指定する必要がありますので、合わせ
              てご確認下さい。
　　・発注機関の指定に誤りがないか。
　　　 　⇒工事・測量案件の場合は部局（課係、事務所）、物品・委託案件の場合は入札
              執行部署の選択に誤りがないか、ご確認下さい。
　　　　　　　特に工事・測量で指名競争、随意契約案件の場合は、部局のみ指定して頂くと
              有効です。
　　・案件名称の入力に誤りがないか。
　　　    ⇒案件名称を入力して検索頂く場合、案件名称を全て入力すると、入力誤りが発
              生する可能性が高くなります。案件名称の一部を入力して検索を実施していた
              だき、ご確認ください。
　　　　　　※案件名称は部分一致での検索が可能です。
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